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年頭にあたって
北海道知事

高 橋 はるみ

新年明けましておめでとうございます。 皆様と

ともに新しい年を迎えることができましたことを、
大変嬉しく思います。
皆様には、 平素から道政各般にわたり、 深いご

理解と温かいご支援を賜り、 心から感謝を巾し上

げます。
さて、 昨年を顧みますと、 何よりもまずロヒ海道

洞爺湖サミット｣が開催され、 この北海道が世界の

注目を浴びる晴れの舞台となった歴史的な年であ

りました。
各国の首脳をはじめ多くの方々を、 北海道なら

ではの｢おもてなしの心｣で歓迎し、 サミットの成

功を支えることができましたことは、 大きな誇り

と喜びであり、 道民の皆様のご理解とご協力に、
改めて感謝を申し上げます。

また、 アイヌの方々の社会的 ･経済的な地位の

向上につながる｢アイヌ民族を先住民族とすること

を求める決議｣が国会で行われたほか、 北京で開催

されたオリンピックやパラリンピックでは、 本道

ゆかりの選手が大活躍し、 私たち道民に大きな希

望や感動をもたらしてくれた年でもありました。
道政においては、 新しい総合計画｢はっかいどう

未来創造プラン｣がスタートしたほか、 サミットを

契機とした｢北海道環境宣言｣の発信など、 新たな

北海道づくりをめざす動きが始まりました。
しかしその一方では、 原油 ･原材料等の価格高

騰や、 米国の証券会社の破綻を契機とした金融不

安の広がりといった世界経済の激動が、 本道の経

済活動や道民の暮らしに大きな影響を及ぼし、 本

道の経済情勢は大変厳しいものとなっております。
道としても、 基幹産業である一次産業や中小企業

への支援をはじめ、 道民生活の安心確保に向けた

緊急総合対策を早急に講じるなど、 経済や暮らし

を守る取組に全力を傾けてまいりました。
北海道は、 今、 まさに大きな変革期を迎えてい

ます。 我が国が人口減少社会に突入し、 本道の人

口も五百六十万人の大台を下回り、 少子高齢化は

全国を上回る速さで進んでいます。 こうした状況

のもと、 地域の活力を高め、 持続可能な地域経済

を確立することに加え、 国や地方においては徹底

した行財政改革が求められ、 地方分権改革の推進

が急がれています。
新春を迎え、 私としては、 時代の潮流を見据え、

現在の厳しい経済 ･社会状況に、スピード感を持っ
てしっかりと対応するとともに、 将来に向け、 力

強い経済 ･産業構造を築き上げ、 道民の皆様の暮

らしを守り、 恵まれた環境を未来へ引き継いでい

くため、 全力を尽くしていかなければならないと、
決意を新たにしているところであります。

幸い、 本道には、 サミットの開催を通じて世

界から高い評価をいただいた豊かな自然環境や、
｢食｣ ･｢観光｣をはじめ、多彩な文化など世界に誇
るべき魅力と可能性が各地に広がっています。

こうした本道の素晴らしさや価値を、 さらに高

め、 国内外へと積極的に発信していくことによっ
て、 北海道の元気につなげていくことが重要です。

私としては、 この一年を、 オール北海道の英知

と力を結集し、 未来への扉を開く力強い一歩を踏

み出す、 明るい希望の年にしたいと考えておりま

す。
皆様の一層のお力添えを賜りますよう、 よろし

くお願い申し上げます。
さて、 高度情報通信社会の進展、 規制改革、 司

法制度改革など私たちを取り巻く環境が大きく変
化しております。 そのような中、 裁判外紛争解決

手続の利用の促進に関する法律が施行されたほか、
行政書士法の改正により聴聞や弁明の機会の付与
等の手続に係る行為を代理できるようになるなど、
行政書士の皆様に求められる役割 ･責任はますま

す大きなものとなっております。
今後も行政手続に関する専門家、 権利義務に関

する私人間の契約書作成等の専門家として、 これ

まで以上に高度な法律知識を身につけ、 道民と行

政の架け橋として重要な役割を担っていただくこ

とをご期待申し上げるとともに、 行政の円滑な推

進に一層のご協力をいただきますようお願い申し

上げます。
新しい年が、 皆様にとりまして幸多き年となり

ますよう心からお祈りを申し上げ、 新年のご挨拶

とさせていただきます。



国民生活に有用な
行政書士制度として 礎

日本行政書士会連合会 会長

宮 本 達 夫
‘-GA

平成21年の新春を迎え、 謹んで新年のご挨拶

を申し上げます。

日頃より、 北海道行政書士会会員の皆様方に

おかれましては、 本会の事業運営にご理解、 ご

協力を賜り、 また業務精励を通じ社会貢献と制

度の発展にご尽力をいただき、 心より御礼申し

上げます。

さて、 国民をとりまく環境は、 近年益々複雑

化が進み、 その適応は各人の能力に大きく依存

している例が多く見受けられます。 その結果、

子供や高齢者、 生活困窮者等、 社会的弱者の経

済的 ･精神的負担は以前にも増して重いものと

なりつつあり、 同時に行政書士の果たすべき役

割も、 そのような社会構造とともに大きく、 重

要なものに変化していることを痛感いた しま

す。

そのような中、 日本行政書士会連合会では、

より多くの国民が安心した社会生活を送ること

ができるよう、 時代の要求に対応した新たな行

政書士像の構築をめざし、 種々の課題に積極的

に取り組んで参ります。

まず、 裁判外紛争解決手続 (A D R )への対応

については、 これまで進めて来た先行単位会に

よる法務省への認証申請が最終局面を迎えてお

り、 今後は順次認証機関として稼動していくこ

ととなります。 行政書士会として国民の身近な

紛争の解決に協力するとともに、 将来的には行

政書士が紛争当事者の代理人として国民のお役

に立てるよう、 更に対応を進めて参ります。

また、 国や地方自治体への申請手続のオンラ

イ ン化推進による電子化に対 しては、 電子申

請弱者や中小零細企業等の利便向上等も図りつ

つ、 行政書士用電子証明書の利用拡大とワンス

トップサービスによる電子申請の実現に取組ん

で参ります。

さらに、 高齢者等の社会的弱者に対するサ

ポートとして、 成年後見制度への対応にも力を

入れて参ります。 資格者としての経験や知識を

生かした社会貢献の一つとして、 国民の安心な

暮らしに参与できるよう、 積極的に努めて参り

ます。

そして、 これらの諸課題について効果的に対

応していくためには、 隣接法律専門職としての

資質を一層向上させる必要があり、 コンプライ

アンス推進委員会による研究と活動及び中央研

修所による研修体制の充実と徹底により、 対応

を図って参りたいと考えております。

この他にも取組むべき課題は山積しておりま

すが、 それらは時間と共に常に変化をしてお

り、 行政書士が国民生活にとって有用な制度と

して存続し続けるためには、 その要請を的確に

把握し、 対応しなければなりません。 そのため

にも、 会員相互が協力し合い、 切磋琢磨して行

政書士制度を成長させて行く必要があります。
国民の期待に的確かつ十分に応えていくこと

を追求し、 一層社会に貢献できる制度となるよ

う、 本年も会員の皆様方とともに全力で取組ん

でいくことをお誓い申し上げ、 年頭のご挨拶と

させていただきます。
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年頭のご挨拶
北海道行政書士会 会長

加 藤 隆 夫

明けましておめでとうございます。
平成の時代も早21年目になりますが、 まずは謹んで年

頭のご挨拶を申し上げます。
会員の皆様におかれましては、 激動の 1年を無事に過ご

され、 健やかに新年をお迎えのことと存じます。
日頃、 本会の活動に対しまして、 格別のご指導ご支援を

賜り、 この機会に心より厚くお礼申し上げます。
顧みますと、 昨年は地球環境をテーマとした『洞爺湖サ

ミット｣がこの北の大地で開催され、 大きな反響をよびま
した。 昨今は食品の偽装表示や残留農薬の問題が続発し、
消費者の皆さんの食の安全 ･安心に対する信頼が大きく揺

らいでおりますが、 我々の郷土北海道は、 オーストリアの
面積やデンマークの人口にほぼ等しく、 ヨーロッパの一国

に匹敵する規模を擁しており、 豊かな自然に恵まれた食料
生産基地で自給率200%を超え、 空知や十勝等場所によっ
ては、 1,500%の所も有るなど、 これからの世界的な環境
重視の時代に安全 ･安心の食品を安定的に供給できる極め

て将来性に富んだ地域であります。
本道が経済のグローバル化に伴って、 特に農産加工品が

厳しい競争にさらされる中、 官民を上げてこの有利性、 将
来性を生かした産業振興に取組んでおりますので、 我々も
そのお手伝いをし、 更には業務拡大に結び付けていきたい
と願っております。

ご承知のとおり、 行政改革の大号令の下、 行政書士等の

雲上業制度を取り巻く環境は刻々と変化しており、 現在、 内

閣府規制改革会議において、 規制緩和に付いて様々な議論
がなされておりますが、 その中で私共に関係するものとし
て

1 . 強制入会制度の廃止

2 . 責任能力担保のための法人化の推進

3 . 各士業の業務独占を廃止して相互参入の可能性
等が提言されており、 各士業の方々の大きな課題として

議論の行方が注目されております。
これが段階的に導入されるのであれば、 弁護士業務を除

き栞際間の問題は少なくなるのでしょうが、 我々行政書士

業務が一番の標的にされるのではないかと思われますし、
強制入会制度がなくなると会館取得の費用捻出はもとよ
り、 現在の事務局体制の維持などは、 困難な状況になるも
のと危惧されます。

更に昨年は、 司法書士法施行規則第4 1条 2、 並びに土
地家屋調査士法第39条の 2の新設法務省令案が｢公益法人
制度改正｣に伴う所要の整備の中で提出され、 ｢登記申請
書その他の関係資料の調査｣が両士業に委嘱される内容と
なっております。
これについては、 日行連が｢行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律｣の観点から合理点理由がないとの
ことで、 意見書の提出を行いました。
又、昨年は私共に関連する法律の改正等が行われており、

その幾つかを紹介しますと、
まず｢犯罪収益移転防止法｣が昨年 3月 1日より施行さ

れております。
我々の業務の中では、 会社の設立時及び200万円を超え

る現金,預金,有価証券その他の財産処分,管理が該当します
が、 いずれの業務に樅きましても、 新規業務の受託に際し
ての本人確認の励行を、 確実に行う様にしていただきたい
と思います。
次に、 昨年 7月 L 日より行政書士業務にかかる改正とし

て｢聴聞 ･弁明の機会の付与手続代理業務｣が規定されま
した。
これは行政書士法第 1条の 3第一号に｢当該官公署に提

出する書類に係る許認可等に関して行われる、 聴聞又は弁
明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続にお
いて、当該官公署に対してする行為について代理すること｣
が追加規定されました。
つまり、 原則として許認可等において、 取消処分等が行

われようとする場合は、 ｢聴聞｣ .営業停止処分等を受けよ
うとする場合には｢弁明の機会の付与｣を行政書士が担え
ることとなりました。

しかし、 実際に取消処分や営業停止処分が行われた場合
は、 実務としては弁護士業務となるため行政不服審査法の
改正が待たれる現状です。

又、 昨年12月 1日より新しい公益法人制度改革関係3
法が施行されております。
社団 ･財団たる公益法人は、 従来は主務官庁の許可主義

でしたが、 今後は非営利法人制度により登記すれば設立可
能となりました。
既に設立されている公益法人に付いても、 5年以内に改

めて登記をしなければ解散させられますので、 ぜひ業務と

して関心を持って取り組まれたならば成果に結びつくので
はないかと思います。
行政書士法は、 昭和26年 2月22ロに公布され、 間もな

く60年を経過しようとしております。
平成22年度の60周年に向け既に準備委員会を立ち上げ、

周年記念事業の準備等始動しておりますし、 各支部に於き
ましても半世紀を迎える時期に来ておりますので、 本会と
しても少しでもご支援出来ればとの思いから支部への助成
金の検討を行っております。
又、 昨年は法律改正の都度、 総会の承認を受けて修正を

行い、 つぎはぎだらけとなっておりました会則の大改正を
行い、 8月 6 日に知事の承認を受けたのに引続き、 同会則
施行規則の改正検討を行った他、 時代の変化に呼応した専
門委員会のあり方に付いて検討し、 一定の結論に至りまし
た。
更に、 新入会員の定着化と次世代を担う会員の育成対策

としての｢ワンデーインターンシップ制度｣や高齢化社会
を見据えた｢成年後見制度研修会｣の取組み、 電子証明証
(タイプ1‐G )利用促進についての道との協議、 社会貢献と
行政書士制度周知等のための夕張市民支援事業等多岐に亘
り、 積極的かつ前向きな精神を持って執行部一同全力を傾
注し、 取組んでいる所で有ります。
多くの課題を抱えた新たな年の幕開けですが、 今後共会

員の皆様には一層のご理解とご支援をお願いするととも
に、 又本年が皆様にとってより良き年で有ることをご祈念
申し上げ、 年頭のご挨拶とさせていただきます。
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(以下、 支部は五十音順です)

新年のご挨拶

会員の皆様、 新年明けましておめで

とうございます。

本会会員のみなさまへ新年のご挨拶を申し‐H rるとと

もに、 日頃は旭川支部に対し数々のご支援を賜りました

ことを、この紙面をお借りして厚く御礼申し上げます。
支部運営については、 先輩諸氏の知恵を借りながら、

無事、 新年を迎えることができました。

旭川支部は日本で最も大きな面積を誇る支部ですが、
支部会員教習0名で、おたがいに顔の見える支部でもあ

ります。
本年度の活動は業務研修会を5回、その他に、札幌支

部 ･小樽支部さんとの三支部の合同研修会を当支部が幹

事となり、 増毛で 9 月 27日 (土川と、 行っております。

また、 毎年11月 3 日(文化の日)には市民講座&無料

相談会を開催しております。
｢遺言と相続｣をテーマに第1部｢演劇｣、第2部｢講演｣、

第3部｢無料相談会｣の三部構成となっており、 今年で6

回目になります。
市民の皆様にも認知されて、 今年度も、約140名の市

民に参加していただき、 大変、 盛況のうちに開催するこ

旭川支部 支剖睫 榎 又 政 浩
とが出来ました。 ｢演劇｣は遺言と相続に関連したシナリ

オを行政書士会員がつくり、 旭川のアマチュアの劇団員

に演じてもらっていますが、 わかりやすいと市民には好

評です。 ｢無料相談会｣は58件の相談があり、 会員の親

切な対応により、皆様に満足していただけたと思います。

また、 会員親睦のための忘年会を必ず実施するように

心がけております。
2 l年度以降の方針 ･展望については、日行連では、｢日

本行政｣に新規業務情報を提供していますが、支部でも、
規制緩和による許認可業務の減少に対して会員のための

新規業務の勉強会や研修会は勿論、会員がいち早く情報

を得るようにサポートして行く体制づくりを考えており

ます。

支部活動の行事に関しては、市民講座&無料相談会や

交流事業などは、今迄同様、継続して行く所存でいます。
また、 今年度には支部創立50周年の記念事業が控え

ておりますので、 支部会員の皆様のご支援、 ご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。

今年も、会員皆様の良い年でありますようご祈念申し

上げ、新年のご挨拶と致します。

新年のご挨拶
網走支部 支部長 構 内 寿 治

新年あげましておめでとうございます。

網走支部は、 私が支部長就任時に考えておりまし

た、 行政書士の地域住民に対する啓発活動の強化と

して、 住民参加型業務研修を 3 回開催いたしました。

平成20年 3月 1日に行った、 ｢大改正 経営事項審査

説明会｣では、 80名弱の参加、 又、 8月 23日の｢任意

後見と遺言について｣では4 6名の参加、 11月 19日の

｢農業生産法人の設立と運営について｣、 ｢改正非営利

法人制度について｣では29名の参加となりました。

内容を時節にあったものという考えと、 新聞広告

を利用することでの住民周知が結果となったものと

思います。 また、 無料相談会を、 遠軽地区において

4 箇所を 4 日間で行い14名の相談がありました。 こ

れも、 地域の新聞や町広報誌を利用しその周知を行

いました。

新入会員の中にも、 弁護士を講師とした講演会及

び相談会を独白開催することで、 地域の住民に開業

の案内をしたりと、 活発な活動が見受けられます。

今後も、 他士業との合同の無料相談会等も検討し、

行政書士制度のPRを積極的に行っていきたいと思い

ます。

本年も、 会員皆様にとって良い年でありますよう

お祈り申し上げ新年の挨拶といたします。



新しい年に向けて
小樽支部 支部長 中 嶋 秀 夫

会員の皆様、 明けましておめでとうございます。 旧

年中は各支部の皆様方に大変お世話になり、 厚く御礼

申し上げます。

小樽支部の本年度の活動は業務研修会を 5 回、 他支

部との交流会(三支部合同研修会)を 1回開催致しまし

た。 他には、 毎月第三金曜日に小樽市分庁舎(今年か

ら市の都合により開催場所が変わりました)を借りて

無料法律相談(午前10時から午後3 時まで)を開催し

ております。 毎月日刊紙の小樽版に又、インターネッ

トの小樽ジャーナルなどに無料相談の案内が掲載され

るので知名度も上がり、 常に10名前後の方が相談に

見えます。 相談内容は相変わらず相続関係が多く、 他

にサラ金や相隣関係の相談もあり、 相談員も幅広い法

律知識が求められるようです。 又、 年に 1 度の四土業

(社会保険労務士、 税理士、 土地家屋調査士、 行政善

玉)の無料相談会が開催され、 2年続けて50名近くの

相談者が訪れております。

2 1年以降の方針 ･展望については前年度の大きな

流れを踏襲しつつ、 各支部との交流を深め、 又、 電子

申請の普及に努めていきたいと考えております。

さて、 平成20年度は米国発の金融恐慌に見舞われ、

今尚、 先行きが不透明な状況であります。 当然我々行

政書士にも多大な影響があるものと思われ、 建設業界

や、 その他諾々の業種、 業界等、 我々を取り巻く環境

はますます厳しさを増すものと思われます。 しかしこ

のような状}見目こ置いても、 我々の活動の場は必ずあ

ります。皆様のご健闘をお祈りしつつ、 今年も、 会員

皆様のよい年でありますよう御祈念中し上げ、 新年の

ご挨拶と致します。

今年もよろしくお願い致します。
釧路支部 支部長 北 川 幸 也

新年明けましておめでとうございます。

新しい年が、 不景気をものともせず、 老若男女を

問わず、 全く平等にやって参りました。 少しの景気

回復(本心は大幅な景気回復ですが … 。)と、 穏

やかな平成21年を皆で期待したいものです。

平成2 0年の釧路支部は、遅ればせではありますが、

待望のホームページを開設することができました。

10月からは電子定款の取り扱いも始まりました。 こ

れらを活かして、 支部会員の業務革新と収益アップ

に役立て、 活用して頂きたいと考えます。 皆様もア

クセスして戴きますようお願い致します。
ここのところ数年は、 支部レクリエーションと し

て主に親睦パークゴルフ大会を行って参りました

が、 ｢地元の豊富な温泉｣と｢カルチャー｣をコラボ

レートした企画等も釧路らしいかなと考えたりして

おります。

平成21年は、 初心を大切に、 ホームページの充実

と、 研修を中心とした業務研鏡を重ねて、 来る好景

気に備えたいと思います。 余り元気のない釧路地方

ですが、 われわれ行政書土が地域のお役に立てる場

面がきっとあると思います。 公共工事依存からの脱

皮を果すためにも。

丑年であります、 粘り強く、 よく噛んで噛締めて

心身の健康とフトコロの健全化を図りたいと思いま

す。

今年も釧路支部は｢継続は力なり。｣で頑張ります。

北海道行政書士会会員の皆様、 今年も、 釧路支部に

ご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。



新年ご挨拶
札幌支部 支部長 篠 原 賢 吾

本会会員のみなさま、 各支部の役員のみなさま、 当

支部との定期的な交流を重ねてくださる小樽支部、 旭

川支部の役員のみなさま、 札幌支部会員とともに新年

のご挨拶を申し上げます。

本会会員のほぼ半数を擁する札幌支部では、 各支部

さんと同様に実務研修に力を注ぎ、 とりわけ記帳代

行 ･車両関連 ･産魔等の専門的実務研修をとおしてそ

の事案処理能力の向上を図ってまいりました。
これには当該業務とその実務処理に習熟した支部会

員のご協力によって成立っております。 研修会制度の

維持には、 講師適任者の確保と共に講師養成が必要と

なります。 一般に、 業務範囲の広い行政書土にあって

は、 各種業務に関する講師養成については各支部に

とって愁眉の課題と推測されます。 研修会講師は、 今

後とも有志会員のご好意に依拠せざるを得ないものと

思われますが、 研修科目の習熟性とは別に、 講師には

支部会員へ自己の実務経験を開示できる度量が必要と

されます。
今後の当支部事業については、 有志ある講師を育成

し養成することが会務運営の基盤支えとなると予測き

れます。 これは、近時突出した綱紀案件に照らしても、
職能集団として会員の適切な実務処理能力を高く平準

化する必要性と合い俣った方向性と捉えることもでき

るでしょう。

事案を複眼的な視点から判断する必要があり、 これ

を保持する支部の会員支援が必要ということでござい

ます。

各支部間の相互交流、 会員間の親しい交流の発展を

願っております。
本会会員のみなさま、 ご家族のみなさまが本年もご

壮健でお過ごしくださるよう、 お祈り申し上げます。

新年のごあいさつ
空知支部 支部長 佐 藤 武

新年明けましてお目出度う御座います。

日ごろは当支部に対し数々のご支援を賜り、 厚く

御礼を申し上げます。

支部総会で承認された事業については、 計画通り

概ね実施する事が出来ました。

7月 26日 空知支部第 1回研修会

滝川市において開催 出席会員17名

研修議題 相続の手続きについて

1 0月 1 9 日 空知支部第2 回研修会

柴山町において開催 出席会員21名

研修議題 産業廃棄物処理業について

いずれも講師は板垣俊夫先生(北海道行政書士会監

事)でした。

無料相談会は今年は南空知に出向き、 10月 19日栗

山町役場のご好意により福祉センターで開催致しま

した。 豊かな町の為か、 相談者は相続の玉件でした。

行政書土制度強調月間 9 市 ･1‘岬丁空知支庁 ･市

役所 ･町役場 ･各農業委員会をまわり、 ポスター ･

チラシの配布を行い月間のPRに努めました。

さて21年以降の方針 ･展望については、 当支部も

会員の高齢化が進み加えて一般住民の相談が都市部

と相違して激減している事が上げられます。

しかし支部を預かるものとしてマイナスばかり考

えている訳には行きません。

次年度以降も会員の質的向上とどんな事案にも対

応出来る、 足 ･腰の強い行政書士を育てるべく研修

の充実化更には、 地元開拓の手法等も視野に入れた

研修も行って行きたいと思っております。

今後とも当支部に対しまして更なるご支援ご協力

をお願い中し上げ、 新年のご挨拶と致します。



新年の

会員の皆様、 明けましておめでと

うございます。 旧年中は各支部の皆

様に大変お世話になり、 厚く御礼申し上げます。
現在、 支部会員数は、 入退会の会員が多くなってい

る中で、 昨年同時期と同数の104名を辛うじて維持し

ている状況です。
今年度は、 新体制になってから 1年が経過し、 支部

会務の進め方を摸索していた状況から、 役員個々が少

しずつ目的と自覚を持って行動し、 支部業務を完結し

ていくように活動し、実践しているところです。 また、

昨年から引き続き、 役員間の情報を共有できるように

M Lの活用を積極的に行い、 会員の支部連絡方法の見

直しについても、 F A X とメールが中心となるように、

概ね移行いたしました。
毎年実施されている無料相談会事業に関しては、 昨

年、 協力できなかった他士業合同無料相談会｢くらし

のよろず相談会｣からの要請が大きかったこともあり、
司法書士会との合同無料和談会と両方を実施して、 多

くの地域住民から相談を受け、 l00件余りの実績とな

りました。 今年度も、 昨年の実績から、 経費を最小限

ご挨拶
十勝支部 支部長 吉 村 学

に抑え、 無料広告等の効果ある広報活動を実践したと

ころ、 大きな効果をあげることが出来ました。 次年度

以降に向けて、 更に効果のある制度のPR方法等の研

究を継続し、 他支部で実践している市民講座や寸劇等

を取り入れての広報活動を展開したいと考えていま

す。 また、 業務研修会については、 支部会員から提案

があった行政書士本来の業務である｢農地法関連業務｣

についての研修会を集中的に行い、 実務にすぐに反映

できる内容としました。 今後も研修会の内容について

は十分な検討と研究をしながら充実したものにしたい

と考えています。
経済情勢が益々不安定な状況になる中で、 行政書士

を取り巻く環境が、 さらに厳しくなることが予想され

ることから、 今後の支部活動においては、 良い伝統を

継承しながら、 新しい行政書士の形を作り出して行け

るように役員と会員が一丸となって支部の活性化に努

めて行く所存です。
本年も、 会員の皆様にとって良い年であるようお祈

りして、 私の新年の挨拶といたします。

新年の

2009年の新春を迎え、 謹んで新年のご挨拶を申し

上げます。
我が支部の昨年の事業 ･活動の執行についてであり

ますが、 支部役員の全面的な支援を得て、 当初予定し

ていた事業をほぼ順調に行う事ができ安心していると

ころであります。

特に研修第一主義をかかげ、全力で取り組んだ結果、
研修会の開催は、 予定の倍ちかい開催となりました。
本年度も一段と研修会に力を入れ、 質的向上をはかっ
てまいりたいと思っております。

最近、 気になる事が、 2 点ほどあります。 1つは、
当支部の会員数が減少しつつあり、 この傾向は、 とま

らないことであります。 昨年来、 支部内の 1市 4 町で

むかわ町が行政書士不在であり、 色々と手をつくし人

脈をたどり、 努力しておった訳でありますが、 いまだ

効果なく不在でありますが、 苫小牧市内でも高齢化、
業務数減少等で退会者あいつぎ、 対策に苦慮している

点であります。
2 つ目は、 あえて申し上げますが、 最近(1年 ~ 3

ご挨拶
苫小牧支部 支部長 山 口 美津男

年内)で入会した新入会員の方々の行政書士業務の取

扱が、予想以上なく受注できず新規開拓もままならず、
会費すらやっとの思いで納入している事が、 面談し相

談されて、 判明した次第です。
会員減少については、 ある意味でやむえない事かな

と思いますが、 新入会員をふやす以上にくいとめる方

法はないと思いますので、 せっかく入会した方々を、

自立できるまで、 微力でありますが、 支部として協力

しあい手伝ってもらったり、 必要あらば共同受注セン

ター等をたち上げたり、 強力にサポート支援してまい

りたいと思っているところであります。

ともあれ、 我が支部は、 行政書士をとりまく環境が

大きく変動している今日、 本会と連携を取りあいなが

ら、 職務の重要性と公共性を深く自覚し、 常に質的向

‐上をはかり｢頼れる街の身近な行政書士｣の確立をめ

ざし、 支部会員一丸となってがんばってまいりますの

で、 今後ともよろしくお願い申し上げ、 年頭の挨拶と

させていただきます。



新年のご挨拶

新春を迎えるにあたり心よりお慶

び申し上げます。

さて、 根室支部の現状及び今年度の活動状況をご報

告致します。
支部の現状としては、 会員数は12名(平均年齢 :

64.5歳)で、 会員同士互いに連携協力しながら切磋琢

磨し、 少数精鋭 ･一致団結して支部活動を展開してい

ます。 毎年ご紹介していますが、 根室支庁管内の管轄

面積(3,598k m 2も鳥取県と同面積)が広いため支部の

会合に参加するには多少時間を要しますところ、 会合

への出席率は常に80%以上と支部活動への協力度合

いは他支部に引けをとらないものと自負しています。

また、 支部会員数が少ない中、 管内 1市 4 町全てに会

員事務所が展開され、 管内をカバーしています。

今年度の活動としては、 支部単独の活動として業務

研修会 ･監察 ･広報活動、また道東四支部合同(釧路 ･

十勝 ･網走 ･根室)研修会を毎年各支部持ち回りで開

催しています。

無料相談会の開催についてですが、 ほとんどの会員

根室支部 支部長 井 上 章 二
が古くから事務所を開業していますので、 Tlj(町)民の

多くは、 何か問題があると｢何々さんの事務所に訊い

てみよう｣｢何々さんに訊いたら何でも教えてくれる

よ｣｢弁護士以外は相談って無料でしょ｣が当たり前に

言われ、 新たに｢無料相談会です｣と旗を揚げても音

沙汰なしが続き、 今年度も開催を見合わせました。 見

方を変えれば、 通年にわたり各事務所での無料相談会

が開催されているようなもので、 田舎の地域性のメ

リット ?でしょうか。 また、これは地域に根差した｢街

の法律屋さん｣が実践されていることの裏づけと考え

れば納得しています。
平成21年度の活動については、 市(町)民へ向けた

講習会 ･講演会等の開催を計画し、 今年度はその準備

段階として検討しています。
最後に支庁再編の当事者である根室支部ではありま

すが、 ｢根室支部ここにあり !｣と金道に発信してい

きたいと思っております。また、新しい年が皆様にとっ

て良い年になりますことを祈念し、 根室支部からのご

挨拶とさせていただきます。

謹賀新年
函館支部 支部長 佐 藤 聡

年頭に際しまして皆さまのご健康とご多幸を心か

らお祈り申し上げます。
函館支部は例年にも増して活発な動きとなりまし

た。

中でも、 すっかり市民の間に定着した第 7 回市民

講座は、 9月 20日会場を設備の整った市民会館小

ホールに移し、 第 1 部相談事例(相続 ･遺言)に基づ

く寸劇は今回は30分構成とし、 これに三ヶ月近く準

備した行政書士によって演じられました。 初めて本

物の舞台、 照明、 音響を駆使しての内容に、 観客か

ら笑い、 涙、 拍手をいただき、 大成功のうちに開幕

しました。 大道具や小道具、 照明と音響スタッフも

すべて行政書士で担当したわけですが、 いまだにそ

の余韻の中にあって、 やり遂げた充実感と行政書士

仲間の絆を深める機会となりました。 第 2 部無料相

談会も、 隣接する大会議室に前もって12ブースを

セッティ ングしておいた結果、 スムーズに多くの方

の悩み事、 相談事に耳を傾けてアドバイスすること

ができました。 又、 ほっと一息する間もなく、 10月

4 日に夕張市における初の無料相談(本会事業)にも

同じ内容で協力参加し、 無事地方公演も済ませまし

た。

この事業を通して、 今年も大きくマスメディアに

取り上げられたことは、 行政書士制度のPRと身近な

行政書士の存在のアピールに、 確実につながったも

のと思います。
平成22年には支部創立50年を迎えますが、 大き

な節目となるその日のために、 すでに検討委員会を

立ち上げ協議されており、 限られた予算をどう有効

に使い市民に発信できるかを、 役員を中心に鋭意取

り組んでいるところです。

目的意識をしっかり持って立ち向かっていけば、
Y e s 【X7e C an ! (やれる)。

牛の歩みであっても、 一歩一歩力強く大地を踏み

しめて、 行政書士としての社会的役割を果たして行

きましょう。



新年のご挨拶
日高支部 支部長 菊 地 浮 史

会員の皆様、 明けましておめでとうございます。

旧年中は各支部の皆様にたいへんお世話になり厚く

御礼申し上げます。

只今、 当支部の会員数は昨年より 2 名増えて20名

となりました。 と言え少人数の支部であることには

変わり有りませんが人口減が続く日高地区において

は会員数の増加は喜ばしい事です。

当支部の年間の活動は、 地域の実情に合わせた実

務を中心とした研修会、 各町の会員が中心となった

｢強調月間｣、 長年の実績を積んだ様似町での無料相

談会、 地元紙への年 2 回の広報活動と、 少人数支部

といえども他支部並 ?の活動は出来ていると自負し

ております。

新年度は、 ｢社会貢献｣と｢受託事業｣をキーワード

とした活動の研究 ･学習による自己研鑽をはかる事

を目標としたいと思います。

小支部の当日高支部の頑張りが各支部皆様の更な

る活動源になればと思います。

本年は各会員の皆様にとってよい年であるよう願

いまして当支部のご挨拶とさせていただきます。

新年のご挨拶
室蘭支部 支部長 高 橋 國 夫

北海道行政書土会の会員の皆様、 明けましておめで

とうございます。 支部長 2 期目も残りわずかとなる新

年を迎える時期になってしまいました。

毎月 1回の室蘭市 ･登別市における｢行政書士くら

しの無料相談会｣は年間スケジュール通り実施するこ

とができ、 3 年目にして完全に定着してきたと感じて

います。 利用者も僅かながらも増加傾向にあります。

さらに今年度は8月から伊達市での開催が実現したと

ころです。 今後も無料相談を継続し市民が相談しやす

い｢まちの法律家行政書士｣をより身近な存在として

アピールして行きたいと思っております。

年度当初計画しておりました建設業経理士 2級受験

に向けてのシリーズ研修が講師予定者の健康上の理由

で実現できなかったことがいささか残念でありますが

次年度以降の課題として検討したいと考えておりま

す。

また新入会員向けの遺言 ･相続、 自動車登録 ･車庫

証明、 建設業許可等の研修会も繰り返し行う必要があ

ると感じながら、 実際のところ、 新入会員は少数であ

り中堅 ･ベテランの会員は参加しないと思われ、 なか

なか理想通りには開催できないのが現状と思います。

他支部の研修会に参加しやすい、 或いは合同で開催す

る等の対策を考える必要があるのかなと感じていると

ころです。 ･何か良いアイデアがあったら一緒に検討し

ていただきたい と恩います。

2 00 9年が会員の皆さまにとって良い年であります

ようお祈りして私の新年のあいさつといたします。
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[出席者]

北海道大学 大学院法学研究科

教授 人見 剛 氏

北海道行政書士会

加藤 隆夫 会長

篠原 賢吾 副会長/ 酒井 正 副会長

斉藤 秀一 広報部長/荒木 徹 広報部次長

菊地 俊夫 会員/吉田 充 会員

佐々木ひとみ 会員 / 片岡 昭美 会員

斎藤部長 :本日の改正行政書士法についての座談会、

北海道大学から人見副先生にもいらしてい

ただきました。 ありがとうございます。

同 :どうぞよろしくお願いします。

斉藤部長 (今回の改正行政書士法について)私達もい

ろいろわからない事がございます。 いるい

うと先生のご指導をいただきながら、 この

座談会の場で解明していきたいと思ってお

りますのでよろしくお願いします。 なお、

本会の会長も出席しておりますので、 会長

から一言いただきたいと思います。 よろし

くお願いします。

加藤会長 :先生お忙しいところどうもありがとうござ

います。 今年の 4 月 1 日ですか、 聴聞と弁

明に関する聴聞弁明の機会付与手続代理業

務が法律化されました。 実際にもう施行さ

れてるわけですけれども、 普段行政手続法

については、 我々は、 あまり勉強しておら

ず、 各個別法については、 例えば貨物自動

車運送事業法だとか建設業法についてはそ

新春 墹無
く座談会 :改正行政書士法>

　　
多 ･

れそれ勉強して、 手続申請は行っておりま

すが、実際に行政手続法を業務として取り

入れる場合、 どのような風にやっていいの

か、 実際の概要も含めまして、 例えば聴聞

とは、 取り消し処分に関して口頭で、 他方

弁明の機会については、 営業停止処分につ

いて、 文書でという事で明文化されている

のですけれども、 具体的な例などを挙げな

がら先生を交えて、 お話しと、 ご指導を受

けたいと思いますので皆さん今日はよろし

くお願いします。

同 :はい。 よろしくお願いします。

斉藤部長 :会場の方が温度が高いので、 大変失礼なの

ですが上着を脱いでもよろしいですが。

人見教授 :ええ。 もちろん。

斎藤部長 携帯電話のほうは、 マナーモードはあるい

は電源を切るようにお願いいたします。 司

会進行の方は、広報部次長の荒木がして参

りますのでよろしくお願いします。
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りがとうございます。 まず行政手続法につ

いての流れを簡単に説明させていただきた

いと思います。 平成 5 年 = 月 3 日に、 行

政手続法が成立いたしまして、 翌年6 年の

10月↑日から施行されたという事でござ

います。 この中で行政書士の主要業務であ

る許認可申請に関しての審査基準、 これが

第2 条でございます。 そして標準処理期間

第 6 条、 処分の基準第岱2条、 不利益処分

の場合の手続第i3条、 という事で定めら

れていることでございます。 これに伴いま

して、 各都道府県においては、 行政手続条

例を制定している。 行政手続法に倣った形

で、 標準審査基準ですとか、 審査処理期間

を制定しているという形です。 今回、 我々

に関係する行政書士法が、 改正されまして

本年7月 ? 日より、 聴聞手続、 弁明の機会

の付与手続等を根付かされたという事に

なっております。 この件につきまして、 今

日は北海道大学の人見剛先生の方からま

ず、 聴聞手続、 弁明の機会の付与の手続、

その他意見陳述のための手続、 これら3 点

について、 まずお話しをしていただきたい

と思います。

人見教授 :今ご紹介がありました、 聴聞手続、 弁明の

機会の付与の手続、その他意見陳述のため

の手続、 この3 点について、 行政書士がそ

の代理をすることができる、 という規定が

行政書士法第 l条の3 第↑号に新設された

わけですが、 それぞれについて、 ごく要点

だけをお話しをさせていただきたいと思い

ます。

行政手続法は、 今ご案内のように行政処

分の手続、 行政指導に関する手続、 そして

届出、 この3 点については、 平成 5 年に制

定された当時ありました。 その後改正があ

りまして、 命令等制定手続、 条文で言うと

意見口語手続等と書かれているものですけ

れども、 政省令や行政規則などを制定する

手続なども新設されました。 ただ、 ここで

問題になっているのはもっぱら、 処分に関

する手続、 行政手続法の第2 章と第 3 章の

手続です。

この処分の手続というのは、 大きく申請

に対する処分の手続と不利益処分の手続に

2 大別されております。 申請に対する処分

については、 あらかじめ審査基準を設定し

公にするとか、 標準処理期間をあらかじめ

定めて公にするよう努力するとか、 そうし

た手続が規定されています。 不利益処分に

つきましては、 相手方に、 例えば改善命令

をだすとか、 許認可を取り消すという、 不

利益を与える処分ですので、 あらかじめ相

手方の言い分を聞くための手続が求められ

ております。 これを、 意見陳述のための手

続と行政手続法は呼んでおりますが、 その

意見陳述のやり方について大きく二通り、
左 ;人見教授 右 :篠原副会長

圏駝廳鰍難隷彎園霊璃襲"圏圏膝.=.【.鬮團
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すなわち聴聞と弁明の機会の付与の2 種類

があります。 どこが違うのかと言うと、 聴

聞は口頭審査ですね。 ひとつの場所に、 処

分庁の関係者と被処分者が相対する形で、
聴聞の主催者という司会進行役のもと、 口

頭で意見を述べることが出来ます。 さらに

重要な事として、 聴聞手続の場合には、 行

政手続法18条の適用がありまして、行政

側が行おうとしている不利益処分の原因と

なる事実を証する資料の閲覧を求めること

が出来ます。 すなわち、 行政側が持ってい

る不利益処分の根拠資料をあらかじめ見

る、 そういう閲覧請求権が認められていま

す。 ここが、 弁明の機会の付与と大きく違

う点であります。弁明の機会の付与の方は、

そうした文書閲覧の適用が無い上に、 書面

審査ですので口頭で意見を述べるのではな

くて、 書面を提出して意見を表明するとい

う点が大きく違います。

さて、 3 番目、 その他意見陳述のための

手続でありますが、 何を指しているのか明

確ではありませんが、 おそらくは申請に対

する処分の場合にも、例外的に相手方の意

見を述べる機会を与える場合があります。

申請に対する処分の場合は、 その処分の相

手方になる国民 ･住民が自分の方から証拠

を出して ｢許可を下さい。 認可を下さい。｣

という具合に申請していくわけですから、

不利益処分のように行政側が職権で事実を

調べて、 不利益的な措置をやってくるのと

は違います。 したがって、 申請に対する処

分の場合には、 その国民の側の意見をあら

かじめ聞く手続は必要ない、 とされていま

す。 ただ、 例外的に個別法律で申請があっ

た場合に、 その申請者に対して意見を述べ

る機会を与える場合があります。 道路運送

法の8 9条とか、 砕石法の17条とか、 旅行 -

業 泌 条な‘“‘個別法律で、 申請‘対 擁醐
する処分の手続だけ盤を臺襲遷の総 囃
　　　　　　　　　　　　 　

陳辯窪ま蒙豊熟↓嬬して 圈

　　　　　 　 　 　
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　 　　　　　

　続法に記されているように、 不利益性の度

合いが強いものは慎重な口頭審査手続、不

　　　　　　　　　 　
よくいわれる例として許認可の取消処分は

圓非常に不利益性が強いから聴聞だと、これ

の取消に比べれば、不利益性の度合いが低

に対して改善命令とか営業停 黙 許認可

圓
いので、 より簡便な書面審査にとどまる弁

慶◆総雛離洲
般原則“ あ て 個別法“中では “利益 拶國
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性の度合いが弱い改善命令等についても聴

聞手続を行いなさいというふうに規定して

いる場合があります。宅建業法とか風営法

あっても、 より慎重な聴聞手続を行う、 と

いうふうに規定している事があります。

その他意見を述べる云々と言う点に関

わって、様々な局面がありうるわけですが、

例えば処分を行う場合、 事前に現場へ行っ

て、 行政職員が調査を行う、 こういうよう

な局面ももちろんあるわけですが、 そうし

た中で行われる処分に関しては、 行政手続

法は適用除外の規定を置いております。 今

の例で言いますと、 行政手続法の3 条 1項

i4号ですけれども、 3 条 1 項 14号で報告

又は物件の提出を命ずる処分その他職務の

遂行上必要な情報の収集を直接の目的とし

てされる処分及び行政指導は、 こうした聴

聞や弁明の機会の付与などの手続をとりま

せんよ、 というのが 1 つの例です。 これに

限らず膨大な量の適用除外規定が3 条に規

定されています。 国の機関などに対して自

治体や国の機関が処分、行政同士で処分を

やりあうことがあるわけですが、 それに関

する適用除外の規定も 4 条にあります。 こ

れは一般的な適用除外ですが、 そのほか不

利益処分の意見陳述の手続に限って適用除

外にするという、限定された適用除外もあ

ります。 第13条第 2 項で、 次の各号のい

ずれかに該当する時は前項の規定は適用し

ないと定めています。 その 1 号から5 号ま

でを、 これは本来であれば聴聞や弁明の機

会の付与の相手方の言い分を聞く手続をす

るべきなんだけれども、 1 から 5 号に掲げ

られている場合は、 そういう事はしません

よ、 という事ですね。 例えば、 わかりやす

い例として13条 2 項 3 号、 施設若しくは

設備の設置、 維持若しくは管理又は物の製

造、 販売その他取り扱いについて遵守すべ

き事項が法令において技術的な基準をもっ

て明確にされている場合において、 専ら当

該基準が充足されていないことを理由とし

て当該基準に従うべき事を命ずる不利益処

分であってその不充足の事実が計測、実験

その他客観的な認定方法によって確認され

たものをしようとするとき、 物理的に数値

的に、 もう明確にこの基準を満たしていな

い、 だから処分するのだという場合に、 相

手方に言い分を聞いても無駄だというよう

な場合ですね。 こうした場合には、 意見陳

述の機会を与えないで処分できますよ、 と

した適用除外が定められているという事で

す。

ごくかいつまんで、 聴聞手続等について

概略をお話しさせていただきました。

荒木次長 :ありがとうございます。 聴聞手続に関しま

して、 一番重要な部分なのですが、 弁護士

法第7 2条についての北海道行政書士会の

方からの見解、 これについて篠原副会長の

方からお話しをお願いしたいと思います。
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:はい、 改正行政書士法の 1条の 3 の括弧

書きの中にですね、 弁護士法第7 2条に規

定する法律事件に関する法律事務に該当す

るものを除く、 これが聴間又は弁明の機会

の付与とか、その他の意見陳述のための手

続において排除されるという事なのですけ

れども、そういうふうに読めるわけですね。

ところが弁護士法7 2条については、 いろ

いろな見解がありまして、 一般的にはです

ね、 今、 通説と言うか最高裁の判例は直接

はないのですけれども、 弁護士会さんなど

が考えてるのは、 7 2条にいう事件性のあ

る法律事務というのは、 すべて弁護士法の

3 条に規定している法律事務を含めて、 全

部これにあたるという見解なのですね。 そ

して、 何故そのような見解になっているが

と言いますと、 例えば家事審判法の甲類事

件があるんですが、それについてはですね、

紛争性がないというふうに考えられるので

すが、 7 2条はそれも含めて言っているの

で、 そうすると、 限定的解釈を本来すべき

刑罰法規の中でですね、 強弱がはっきりし

ないものがでてくる、 そうであれば、 そう

いう事ではまずいのですね、 十把一絡げと

言ったら失礼な言い方ですが、 全部事件性

篠原副会長 があろうなかろうが一般的な法律事件につ

いては、 全て事件性がある紛議性があると

いうふうに考えるようなんですね。 で、 私

共北海道行政書士会の見解ですが、事件性

のあるものというのは、 紛争性ということ

なんですが、 当事者の主張が国家機関、 例

えば裁判機関だとか調停ですね、 そういも

のを通さないと紛争が収束できないような

もの、 双方の主張が対時している場合につ

いては、 これは事件性のあるものというふ

うに考えてですね、 これについては行政書

士は取扱いはできない、 これは弁護士の専

権である。 ただ弁護士法3 条に規定してい

るもの(一般の法律事務)、 あるいはその中

で7 2条は特に書いてあると考えられるの

ですが、 事件性のある、 ないという事です

が、 (｢法律事件に関して｣云々と規定があ

ることから、 その反対解釈として)事件性

のないものがあると。 そういうものについ

ては、 一般の法律事務として弁護士さんと

私ども行政書士が、 競合している職務の範

囲であるというふうに考えておりまして、

それに基づいて会員にはですね、 紛争性の

ある事件に介入しないように、 あるいは事

件性のある双方の主張が対時しているもの

については、 法律事務として扱えないとい

う主張を通してですね、 周知しているとい

う、 そういう状態です。 これについて、 今

回の改正法の中でどういうふうに捉えるか

によって、 行政書士が関与できる聴聞手続

とか弁明の機会の付与について、 単なる事

実の摘示、 いやそれはここが違うんだよと

いう、 こういう事実があるんだよというも

のをですね、 摘示するだけなのか、 あるい

はさらに行政庁に対して、 事実の証明も

し、 且つ法令適用の主張まで進めることが
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できるのかというところまで、 法改正につ

いてはこうだから不利益処分には該当しな

いとか、 基準に該当しないという主張まで

していいものなのか、 そこが一番、 実務上

はですね当然争いになるところだと思いま

す。 これについてはおそらく弁護士会さん

も、 研究されていると思いますので、 ここ

は私共としては双方のですね、 パイプを通

　
ミ夕霧 b ･ 餅れ C れ L いゐ G b いま 9 のぐ･ しし

き物' は私共としては双方のですね、 パイプを通

　 　　　　　　　　　　　

騒
ます。 以上です。

加藤会長 :弁護士法第7 2条というのは、 そういう紛

争性の場合もあるけれども、行政手続法第

15条の根拠法令について争う場合に紛争

性があるという一般的な判断なんですよ

ね。 たぶん、 根拠法令はもう法律で定まっ

ているものについてその根拠が怪しいとい

う事を論ずる場合には、 それは紛争、 要は

行政書士に対して紛争性を問いかけるよう

なものなのでダメだよというような形なん

ですよね。 一般的には。

人見教授 :はい。

加藤会長 :一般的に紛争性ある場合もありますでしよ

うけど。 そうじゃないですか。

人見教授 :その紛争性云々というのは、 根拠法令が

誤っているんじゃないかとか。

加藤会長霊それを言っちゃいかんよという事ですか。

人見教授 ! 事実であれば構わないかというとそんな事

はなくて、 行政側はそんな事実はないと考

えている場合に、 処分者側の方がいやそう

した事実があるんだ、 あるいは行政側があ

ると言っている事実が逆にないと主張す

る、 というような事実の問題についての紛

争も十分考えられると思います。

加藤会長 :ああそうですね。

人見教授 :先ほど副会長さんからお話しがあった7 2

条の理解ですけれども、 ご案内のように、

今回聴聞代理の規定が入る中で認めるけれ

ども、 しかし、 弁護士法7 2条の言うとこ

ろの、法律事件に関する法律事務に該当す

るものは代理できないという規定になった

わけです。 そもそも7 2条の射程範囲につ

いては行政書士のみならず、 他の土業との

関係でおおいに問題になっていたところで

すが、これについても大きく 2 つの考え方、

すなわち事件性が必要と考えるのか、事件

性は必要ないと考えるのか、 こういう所に

大きな対立がありました。

弁護士会の方は事件性などなくても、 お

よそ法律事務というふうに考えられるも

のはすべて7 2条の射程範囲で独占事業だ、

個別法令で規定があれば別だけれども、そ

ういう立場のようです。 しかし、 おそらく

右から :荒木次長 ･斉藤部長 ･吉田会員 ･菊地会員
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政府はそのような解釈をとっていなくて、

事件性が必要だという解釈をとっているよ

うですね。弁護士さんは必ずしも行政手続

などに習熟しているわけではないので、 む

しろ行政書士さんの方がそういう業務に相

応しいということから、 こういう新たな条

文が無くても7 2条の解釈の限りで、 聴聞

代理ができるという解釈も十分あったわけ

ですね。 そこで今回はそれを法律で明確に

する、 ただその際に7 2条の法律事件に関

する法律事務は除くというふうに明文で書

かれましたので、 なお、 この点が、 重要な

ポイントになります。

今手元に参議院の総務委員会の会議録、
平成 19年 12月2 5日に行われた国会での

審議の状況をみておりますが、 その中で例

えば共産党の山下さんという委員さんが、

r法律事務のうち紛争のない法律事務につ

いては、 報酬を得て業として行っても弁護

士法違反にならないという立場からのご提

案だと思いますと。 そこで不利益処分を前

提とする聴聞や弁明には、 そもそも元々紛

争性があるのではないかという批判もござ

いますが、 これについて提案者はどうお考

えでしようが。｣という問いかけをしていま

す。 これについて、 衆議院議員として、 提

案者であった原口議員が、 ｢今委員がご指

摘のような批判があるという事も承知して

おりますが、 不利益処分を前提とする聴聞

や弁明が行われる場合であっても、 紛争性

がない場合があると私達は考えておりま

す。例えば依頼者である不利益処分の名宛

人が不利益処分について、 争わないという

ことを主張している場合などが、 この場合

にあたるというふうに考えております。｣と

答弁しています。 紛争性が弁護士法の7 2

条の法律事件に関する法律事務に必要だと

いう前提のもと、 こういう立法がされた事

は間違いないという意味で、 先ほど副会長

さんがおっしゃられた解釈が、 今回の法律

の立案者の解釈でもある、 と考えてよかろ

うと思います。

荒木次長 :という事なのですが、 それでは皆様が普段、

業務を行っている中でこういう事はどうな

んだろうかと言うようなものが、 あれば質

問して頂きたいと思います。

篠原副会長 :どうなのかと言うより、 こういう例が

あったという事で、 まず私の方から申し上

げたいと思います。 風営法の関係ですが、

制限基準がございますね。 当然の基準と言

うが、 例えば風営法で、 2 号力フエとかそ

ういうものですと、 (照明に関して)同ルッ

クスとかありますから、 あれはもう測れば

わかることです。また、席と席の間を仕切っ

ちゃいけないということがあるんですね。

隣の席と 1 メートル以上、 腰高以上で隣を

見通しできない衝立を立てちゃいけない

と。 それを、 立てた業者に対して、 何らか

の口頭注意処分があったのですが、 これを

圏 n胚･啄網幽霊国･T- 回圏受納【･覇
亞 掴" 爾
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無視して放置して置いたら、それで今度は、

許可の取消処分をする旨の通知が来てしま

い、私のとこに相談が来たのですけれども、

事実上は相談受けましたけれども、 どうの

こうのという反論し得ることはなかったの

ですが、これなんかも出頭せよなんですね。

聴聞をするよと。 聴聞するよとしても、 反

論する余地がないのです。 事実ですから。ー 小 の o
◆ 。　 　　 　　

癩 妻鷲尾群論ごね論叢“転職雰雰　　

讓
なされ、 それに伴い(営業実態に関しても)

風俗営業法の刑事事件もあり、 それはここ

に今いらっしゃる人見先生と一緒に総合法

難溌 簇轉霧嚢溌穀倉総じ
て、 対応してもらったという経過をたどり

ました。 何とか罰金ですんだということで

した。 そういうお話がございました。 直接

関係はございませんが、 そういう現実があ

ります。 そういう現実に対応するような仕

事まで踏み込めるかつていうのは、 ちょっ

と、 まだそういう経験はないんですけれど

も……。 車両関係の仕事をされている方な

んかはそれに近いような事例が、 申請の段

階で、いろいろあるんじゃないでしょうが。

教示とかあるいは検査とか、 それに代わる

手続とどういう風に対応するか、 何か申請

者側で、 いやそうじゃないんだよというや

り取りがあるのではないかと思います。

その辺は、 車両関連業務をやってる佐々

木さんとか、 今、 司会している荒木さんと

かに聞くとわかるかもしれない。

荒木次長 :その他にもあると思いますが、 それについ

ては例えば申請段階ですね、 運送事業の場

合なのですが、こういうことがありまして、

社長個人の所有している車両を会社に対し

て貸すのたという形で申請した場合にです

ね、 許認可庁の方から、 社長個人は車を相

手に貸すのだから、 リース業許可があるの

か、 という事をいわれた事があります。 そ

の時に、 ではリース業とはどういう場合に

業にあたるんですかと、 許認可庁に逆に聞

き返したことがあって、 それは社長個人が

当然その設立する会社に一対一で貸すわけ

で、 他者に営業目的で貸すわけではないの

で、 それはリース業という業には値しない

んじゃないのかという事で、 口頭ですけれ

ども、 そのまま申請を受け付けていただい

たという案件はあるんですよね。 佐々木さ

んはどうですか。 他になにかそういうよう

な判断を要するようなものというのは。

佐々木会員 :私はわりと最近、 行政処分の方でです

ね、 例えば事業者が事故を起こしたとか、

巡回指導に入って改善命令に従わなかった

ので、 監査が入って行政処分を受けた。 監

査が入って行政処分を受けてる分にはです

ね、 もうこちら側の会社の方の手打の方が

はっきりしているんですけども、 例えばそ

の交通事故、 死亡事故とかを起こしてです
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ね、 監査が入った場合の行政処分はまちま

ちなんですね。 ある程度のラインで、 行政

処分の停止処分が同日なのかというのは決

まっているのですけれども、それにしても、

これとこれとこれだろうというふうに考え

ていて、 足していってもですね、 それより

ももっともっと多く、 何百日停車という、

車両停止というような処分がきたりするん

ですね。 他の会社では、 全然百何十日です

んだりするわけですよ。 そういったものに

対して今までは、 全て会社の方での対応に

させていたのですけど、 最近はわりと間に

入っていく事が多くて、 交渉しだいによっ

てはやっぱりとんとん停止処分が下がって

いくので、 その辺ですよね、 やっぱり。 す

ごく不明、 不透明というかですね、 不明瞭

な部分が非常にあって、 私が入ってくとそ

れが治まるならば、 全部そこに入っていか

なければならないのですけれどもね。 なに

か不思議だなと思っていたりするんですけ

どもね。

荒木次長 :処分基準って明確にされていますよね、 運

送事業なんかでは。例えば、この行為を行っ

た場合は同日停車の行政処分になりますよ

という、そういう基準があるにも関わらず、

監査を行なった人間だとか処分対象の会社

によっては、 若干の誤差がでてくる部分っ

ていうのはある。

篠原副会長 :それは、 例えば刑事事件の量刑なんかで

一定の基準があっても、 そのやはり幅があ

るのでしよう、 その中で悪質度だとか反省

度だとか、 そういう事で決められているの

でしよう。 その辺は(行政処分等に関して

は)もう、 人見先生、 覊束裁量とかその辺

に係ることで仕方ないことというふうに考

えてますよね。

人見教授 :そうですね。 普通、 申請に対して許認可を

与えるという、 特に営業許可なんかについ

ては、裁量性はないですよね、基本的には。

要件を満たしていたら許可与えなければい

けない。 これに対して許可を取り消すとか

改善を命令する処分については、 違反行為

があるから絶対処分しなければならないと

いうことはなくて、 行政の方で手広い自由

がある、 という意味で裁量性が認められて

いるわけです。 ただ、 あまり野放図にやる

といけないということで、 きちんとした処

分基準を定めているわけで、 その処分基準

の定め方として、これこれの場合には、↑ヶ

月以内のような上限を決めたり、 あるいは

下限を決めたりするということになります

から、 幅は出てくるということでしよう。

そういう場合に、 改善の命令をしようと

思っている、 こういう違反事実があるから

だ、 例えば根拠法令はこれだ、 という事で

聴聞をやりますよという通知が来たとしま

す。 そこで行政書士さんが代理をする場

合、 先ほどの立案者らの解釈は、 紛争性が
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ある場合はこれは弁護士しかできないけれ

ども、 例えば処分を争わないような場合

は、 行政書士もできるんだとしているわけ

です。 問題は、 先ほどのように違反したこ

とは事実なので処分されるのはやむを得な

い、 しかし処分の程度がどの程度かという

点について、 それはちよっと重過ざるん

じゃないか、 と主張する場合、 これをどう

考えるか。 この場合、 処分されることは仕

方ないと言ってるんだから、 紛争性はない

んだと考えるか。 いやいや、 処分はされる

上で 1 ケ月にするのか 1月半になるのか、

この点で行政側の処分の程度の判断をもう

少し軽くしてもらえないかという主張です

ので、 紛争があるともいえる。 これは今後

の解釈の問題となっていくことはあります

ね。

篠原副会長 :申し上げていいですか。 処分の程度に対

する陳述だとか、 防御について関与できる

かということですよね。

加藤会長 :従来は、 こういう法律が、 聴聞と弁明がな

かったので、 処分を受けてから逆に来られ

る。 処分を受けたので、 例えば未成年の女

　　
　　　　　　

左 :片岡会員 右 "佐々木会員

　
　 　　　　　　　

の子を使っていて、 それでその女の子がア

ルバイトで働いていて辞めたと、 コンビニ

で万引きをして、 前職を聞いたらそこの

キャバレーに勤めていたと。 それで、 営業

アウトという事で業者さんを代えて地方の

方が申請してほしいとか、 そういうことと

か、 例えば産業廃棄物の中間処分場をやっ

ていたのだけれど、 要は焼却処理をして埋

め立てたと、 それは小さい街なので噂に

なって処分を受けたので別会社でやるから

申請をお願いしたいとか、 処分を受けた後

に今まで話が来てたと、 ですから実際にそ

ういう処分の事例に、 立ち会った経過はな

いんですけれどもね、最終的には争っても、

いやもう焼却して埋めたてちやったら、 も

う完全に違法なので営業停止くらう、 許可

の取り消しになっちゃうので、 すぐ廃業届

けをだして逆に違う会社で申請お願いした

いというような、 そういうようなケースは

何回かありましたのでね。 こういう実際に

処分を受けるときに争うことが、 これから

出てくるのかどうなのか、 ダーティーだと

いうようなケースが結構多いものですから

ね。 行政処分の場合には、 だからそこら辺

こういうケースが、 今後でてくるのかどう

なのかちょっと、 出てくれば一応対応した

いというような考えは持っていますけれど

も。

人見教授 :そうですね。 今回の改正法の趣旨も、 申請

の時に携わっていた行政書士さんが、 その

申請によって得た許認可の取り消しである

とか、 申請によって得た許認可に関わって

違反行為があったので改善を命ぜられると

いうような場合にもその許認可の事務に携

わってた行政書士さんが、 ずっと一貫して
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弁明書を書くとか、 あるいは聴聞の場合に

行って、 代わりに意見を述べるということ

ができることが、 非常に便利になるんだと

いう事ですよね。 それは今後十分あるので

すよね。 問題はどこまでやれるかつていう

事ですね。

酒井副会長 ;私も 1 つよろしいですか。 先程は先生の

方から要するに不利益処分を争わない場合

についてお話しを伺ったんですが、 例えば

我々がその不利益処分の根拠となる法律の

解釈とかそういったものを争うのではなく

て、 不利益処分を受けた事実を争ったり事

実に対する資料を提示したりとか、 それは

やっぱり専門家である我々の方がだし易い

と思うんですよ。 そういうものまでもが弁

護士法7 2条に触れるのであれば、 我々の

仕事ってのはもの凄く制限されるんです

ね。 我々はここで、 例えば行政書士の立場

から確かに法律の解釈とか根拠とか、 そう

いうものを争うのではなくて事実そのもの

に対する、 いわゆる資料の作成とかそう

いったこと、 これは行政書士の仕事だとい

う主張はできないですか。

おっしゃるとおりで、 そこが重要なポイン

トだと思います。 行政側が察知していない

事実もあるという事を示すだけなので、 決

して行政側と争っているわけではない、 と

言える可能性があります。行政側も事実関

係を全部わかっているわけではないので、

行政書士が、いわば情報を提供するんだと、

正しい処分をするために必要なもっと別な

資料もあるのだという事を示しているだけ

であると言える場合はあると思います。 行

政側も、 処分を最終的に決定しているわけ

人見教授

ではなく、 これから決定しようとしている

ので、 その際に必要なデータを提供するん

だと。 もちろん、 そのデータが依頼者側に

とって有利な事実であるという事は十分あ

るわけですね。 そこまで弁護士法7 2条に

触れるっていう事になると、 こうした確認

的な規定をおいた意味が半減すると思うの

で、 そこはいけるというふうに考えて良い

のではないですかね。

:ちよっといいですか。 私は、 今、 人見先

生がおっしゃっる以前にちよっと考えて

思ったことがあるのですが、 もし事実関係

とかあるいは(法の)適用ですが、 法の適用

をもし争えないとすれば、 逆に言うと行政

不服審査法が先取りされてしまって、結局、

何もできないと、 事実の提示だけになって

しまうということでね、 逆に、 ここの聴聞

等の段階で、 防御する段階で、 もう行政不

服審査法の中身、 実態を先取りされてしま

うということになってしまうので、 その辺

は、 考えてもいいのではないかなと思って

いました。 その辺どうでしようか。 また先

取りされるようであれば、 あまり (改正法

は、)役割を果たせないというか。

篠原副会長

□日 瀝蘇凶-a自彊閏-罰 □D凶Km [･認
◎ □‐■間
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人見教授 :ですから、 本来は行政書士法 1条の3 の括

弧書き、弁護士法72条に規定する法律事

件に関する法律事務に該当するものを除く

というこの括弧書きが無いほうがよかっ

た。基本的に不利益処分をやる前の事前の

手続なわけで、 不利益処分が決定している

わけではない。 正しい処分をするために相

手方の言い分を聞いてるわけですから、 そ

の中ではまだ紛争性は十分に成熟していな

いと、 行政側もまだ 10 0パーセント確信

持ってやっているわけではないので、 相手

方から情報を取ろうとしている。 そういう

段階なんだから紛争性はないとみて、 した

がってこの段階では弁護士法7 2条の法律

事件というのは一切無いという前提に立っ

て改正されればより良かったと思います。

ただ、 わざわざこういうふうに書いたって

事は、 やはり聴聞あるいは弁明の機会の中

にも紛争性があるということをある意味前

提にしてしまっていますよね。

篠原副会長 :そうですよね。 全体から見ると｢法律事

件に係る法律事務｣という事は今まで(法文

上明確に)なかったので、 それでまた弁護

士法7 2条の中にその 2 つがあるんだよと

ここでは鮮明にされているのですけれど

も、 逆にそれが手を縛る形になっているわ

けですよね。

人見教授 :そのとおりですね。 7 2条の及んでいる聴

聞や弁明の機会の付与手続の中で、 そうい

う紛争性があるというものが、 どの程度の

ものかですね、 そこの見極めが重要になっ

てきます。 例えば先程の例のように、 処分

されるのはしようがない、 ただ処分の具体

的な中身、 程度についていろいろ言いたい

というのはどうかとか、 いろいろ応用問題

はあると思います。 それから先程の風営法

のお話しで、 衝立を基準以上に作っちゃた

ので、もう処分されるのはしようがないと、
もうあきらめている場合に聴聞の通知がき

たから、 じやあ 10 0パーセント認めます

よというような感じであれば代理しても全

然問題ないと、 ここはもうクリアだと思い

ますが。

加藤会長 :聴聞の方が罪重たいんですが、 先程の話

で、 弁明の機会の付与よりも。 書面より

口頭の方がきついんですかやっぱり。 処

分としては行政側の。

人見教授 :やはり口頭で審査をするというのは、 書面

審査よりも慎重な手続で裁判の手続により

近づいていますので。 したがって相手方に

与える不利益性の程度が高いものについて

そういう慎重な手続をする、 そういう仕分

けになっています。

ここまでずっと不利益処分される事前の

手続を話していますけど、 許認可を申請し

てそれに対して許可するか不許可するの

か、 その際に相手方に意見を聞く手続も、
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行政手続法上にはないんですけれども個別

法である場合があって、 その場合は基本的

に紛争性がないと考えていいんじゃないで

しようか。 自分は許可を下さいと申請した

とき、行政側の方でそれを最終的に許可す

るかどうか判断する際にもっとこういう事

もあるんですよというようなことを、 どん

どん言っていくだけですから、 紛争性がな

いと考えていいんじゃないでしようか。

佐々木会員 :運送業はですね、 申請だす時に聴聞があ

るのですよ。 そういったときに代理で出る

ことが可能だって事ですよね。 お客さんは

もう現実の、 ありのままをしゃべってし

まって、 ありのままが当然書類になってい

くのですけど、 本当になんかこう色々な事

をしゃべってしまうので、 いやそれはとい

う話しになることが結構あるんですよね。

それに関して最近はあんまりそういう事は

もうないのですけど、 代わりに計算の部分

ですとか財務の部分ですとか社長がはっき

り答えられないときがあるんですよね。 そ

ういったときに、 何回も(行政庁に)行かな

ければならない、 結局処理が延びてしまう

というようなところがあって、 そういった

ときに私達がついて行って、 口添えという

かですね、 代理をしてするというのは、 こ

れはもう可能だって事ですよね。

でいろんな名称をつけてますけれども、 そ

こは紛争性がない。今おっしゃったように、

申請者がうまく説明できないというような

場合に代理をするというのは、 それはもう

まさにぴったりじゃないですか。

加藤会長 :だから申請者自体が、 その財務の申請する

ときの中身なんて答えられないですよね。

だいたいね。 こちらだってある程度考えて

給料何か自分だとかいろいろいれてやりま

すのでね、 やっぱり代理で出てある程度説

明されたほうがいいいのではないかと思い

ますね。 ああいうところはね、 特にね。

右 :菊地会員

佐々木会員 "問題は監査ですね。 監査の時の対応だと

思って、 どうなのかなと思って今日楽しみ

にしてきたのですけどね。

人見教授 :そうですね。それこそ本当に紛争性がない。 人見教授 :行政調査でいろいろ質問される時に受け答

行政手続法上にはないのですけれども、 個

別法律の中に許認可をするかしないかの決

定をする際に、 いわば申請に対する処分を

する際に、 相手方の意見を聞く手続があり

ます。 それは聴聞でもないし弁明の機会の

付与でもなく、 ｢意見の聴取｣とか個別法律

えを代理するというのは、 私の解釈では聴

聞でも弁明の機会の付与でもその他意見陳

述の手続でもないという気がしますね。 そ

ういう時にも、 実際に許認可のいろんな書

類を作成したり、 手続をした人がそこに立

ち会う、 そういう事が十分あっていいし、
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この行政書士法の第 1 条の3 の 1 号でいう

業務ではないにしても、 そういう場に立ち

会っていろいろアドバイスをするというの

はあっていいし、 むしろ好ましいくらい

じゃないかなと思います。

監査の結果いよいよ証拠をみつけた、 こ

ういう証拠でこういう営業停止命令を出す

つもりであるということで聴聞の通知がき

たら、 そこから先は胸張って↑条の3 で代

理できると思います。 ただ、 問題はそこで

紛争性がありやなしやという先ほどからの

点が問題になるという事だと思うんですよ

ね。

をするというサポートの形でやったりして

います。

人見教授 :それ自体は代理じゃないですね。
菊地会員 :僕はサポートだと思ってるんですけどね。

建設業の許可で実務経験が許可の要件に

なっている場合があって、 その実務経験を

証明するのに注文書や契約書等が必要にな

ります。この注文書や契約書等に実務経験

者でないとわからない内容や専門用語で書

いていることがあります。 その証明資料を

行政書士が持参して行って許可の実務経験

の要件としてはある程度説明できますが、

その申請者本人に同行してもらって補足説

明していただかないとわからないことがあ

ります。 でも、 その人が必要な情報を説明

しているかあいまいな場合は、 行政書士が

｢それは、 このことです。 これは、 このこ

とです。｣と窓口の担当者に説明することが

あります。 そんな風にして二人三脚で説明

や解説をすることがあります。

実務経験はその実務経験に携わった人し

かわからないような記載がたくさんありま

す。 でも、 本人が十分に説明できるかつて

いうと足りないところもあったりしますの

で、その場合は行政書士も実務経験の説明

菊地会員 :代理ではないです。 サポートです。

人見教授 が去律で規定されている代理の仕事ではな

い、 別の仕事だという事だと思うんです

よね。 構わないと思うのですけれども。

菊地会員 :はい。 まったく問題ないと思います。 許認

可を取る時のすごく大事な仕事(サポート)

だと思っています。そうですね、今回のテー

マは聴聞や争いのある時に我々がどのよう

に関わっていくかということでしたね。

人見教授 :先程より、 不利益的な処分をされる、 例え

ば停止命令をされる、 許認可の取り消しを

される際に、 法令違反したことは間違いな

いと、 被処分者が自認してるような場合に

代わりに行って、 粛々と答弁するだけであ

れば全然問題ないけれども、 処分をするの

はおかしいという事を主張しようとすると

弁護士法との関係が問題になってくるんで

すよね。
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菊地会員 :ここから進まないですね。 弁護士法7 2条、

これを考えるとまったく進まないですね。

人見教授 :おっしゃるとおりですね。 ただ、 こういう

形で、 おそらく弁護士法の7 2条の、 最初

に副会長さんがおっしゃった、 3 条の法律

事務全てというような極端な解釈による限

界は影を潜めたっていうことじゃないで

しようか。

篠原副会長 :いずれにしても、 法律ここには事件性、

7 2条は事件性は何もいらないんだと、 法

律事務は全部入るんだというのが、 公式的

なね、 公式的な見解ですよね。 これは(弁

護士)会としての見解で個々人方はそれぞ

れ違うようですけどね。

人見教授 :その点は、 こういう条文になったことでか

なりクリアになったとは思うのです。ただ、

逆に紛争性があるやつはダメだというふう

になってしまったわけですが。

篠原副会長 :確かに先生のお話みたいに紛争といいま

すか、 まな板にのったものが処分はいいけ

れどもどこまで、 そこを焦点にするのでも

処分する自体を争う場合、 その争う場合で

も事実が違うから争うのと、 事実プラス基

本が違うんだと、 そういうふうに分けて考

えるのということと、 後はですね、 今まで

の仕事の中でそれに見合うというかそれに

対応するような事案があったかどうか思い

浮かべて、 また、 あるいは将来こういうも

のがでてくるんじゃないかと。

佐々木会員 :例えば、 運転手が居眠りして死亡事故を

起こして (会社が)不利益処分を受ける。 必

ず加害者の今までの働いてた状況とか全部

調べると思うのですが、 最近こういった

ケースが非常に多くてですね、 居眠りは執

務権という事で会社にも重大な過失がある

というふうにみなされて、 会社側が処分を

受けることが非常に多いんですが、 正直

言ってドライバーさんの私生活の問題があ

りまして、 会社がいくら管理しても及ばな

いところというのはあると思うんですね。

帳面づらをみていくとどうしても会社側の

責任も免れないとか、 過重労働だとかそう

いったことで、 ちよっと過大な処分を受け

そうだといった場合に、 会社側はこういう

こともやっていたんだと、 こういう事も

やってたし、 こういう事もやってたと、 そ

ういったところは、 そうですね反対事実の

提示だけに限定されるのか、 若しくはそこ

が会社としてはきちんとやってたんだよと

いう事でそういった戦う姿勢をみせては、

そこはいけないんだよっていうようなふう

に解釈するんですよね。 もうこういう事は

会社としてやってましたという、 事実の提

示だけで私達はそこに制約されてしまうん

ですよね。

左 :吉田会員 右 :斉藤部長
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人見教授 :それはそういう解釈もありうるという事だ

と思います。 そういう事実をその処分の量

刑と言ったらちょっとあれですけども、 処

分の内容に反映させるべきだということを

いうと、 それだけで紛争性有りとは言いき

れないと思います。 先ほども触れた点です

が、それは構わないんじゃないでしようか。

る不利益処分に対する聴間又は弁明の機会

の付与を主に話してるんですけども、 あえ

てこの第 3 号って書いて第 4 号を含まな

かったという事で、 いわゆる許可とか不許

可に対する聴聞とか弁明の機会に制限され

るという解釈、 採られるおそれはないんで

すか。

(
加藤会長 :事実は事実として、 こちらの反対証明とい 人見教授 :それはおそらくないと思います。 その｢許

うが、 その中身をちゃんと説明できるよう

に、 それは紛争性じゃなくて例えば事実の
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一孃 とぃう気がするんですよo

　　
蜜翁 酒井副会長 "人見先生、 一点ちょっとご質問させてい

佼 たたいていいですがo 行政書士滋 条の3
滋

の規定ぶりなんですけど、 これっていうの

難題 は いわゆる睫間 会 閤の機会を鵠 が 与
淺醸藪 支られるあば答政争続法務鎗滲籍5号

　 　　　　　　 　　　　
霧翳 号っていうのは、 いわゆる申請行為であっ

て 4 号の不利益処分ではないんですね。今、

我々がお話させてもらってるのは、 いわゆ

認可等｣という概念の定義が2 条の 3 号で

申請の定義の中に組み込まれていますね。

第 2 条第3 号で、 ｢申請とは法令に基づき、

行政庁の許可、 認可、 免許、 その他の自己

に対し何らかの利益を付与する処分(以下、

許認可等という。)云々｣と。 すなわち、 ｢許

認可等｣というのは｢許可、 認可、 免許、 そ

の他自己に対し何らかの利益を付与する処

分｣を指す。 この｢許認可等｣という言葉が、

例えば不利益処分の中でも使われているわ

けですね。

加藤会長 :志せぐことの効力を失わせる処分とか。

人見教授 :そうです。 そういう事でしたがって、 戻っ

て行政書士法の第 1 条の3 の第↑号で行政

手続法2 条第3 号に規定する｢許認可等｣と

言っているのは、 行政手続法で問題にして

いる手続のうち許認可の手続に限定すると

いう意味ではなくて、 ｢許認可等｣はこうい

う意味だよという事を示すために｢行政手

続法第2 条第3 号に規定する｣と書いてい

るだけだと思います。

加藤会長 :いわゆる利益処分だけではなく不利益処分

も、 この条文中というが範曠に含めて解釈

する事になるという。
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人見教授 :そうです。 ｢許認可等に関して行われる｣と

いう、 この｢関して｣というのは、 決して申

請に対して許認可をする、 あるいは拒否す

る、 不許可にする、 というだけではなく、

許認可に対して行われる、 許認可を取り消

すとか、許認可に付けられた条件に違反し

ているから改善を命令するとか、 そういう

ものも含むという意昧たと思います。

加藤会長 : じゃあまり気にする事はないって事です

ね。 わかりました。

人見教授 :実際、 参議院での審議では、 許認可の取り

消しなどの不利益処分について、 適用され

ることを当然の前提に議論されています。

酒井副会長 :そういう事だったらいいんですけど、 あ

えてなんで第 2 条第 4 号はなくて、 第 3

号って限定してるのかなというふうに思い

まして。

荒木次長 :どうですか、 吉田先生は今までのお話しを

聞いていて、 今後例えば仕事に役立てられ

そうな部分とか。

寶田会員 :やっぱり先程の繰り返しになってしまうと

は思うんですが、 不利益処分そのものを争

うんじゃなくて、 ｢不利益処分は不利益処

分で受けましょう。 ただし、 これこれこう

いう事情がありますので罪一等処分を減じ

てください。｣ということをやる分にはどう

なんたるうと、 やっぱりそこは｢紛争性｣の

問題になるのがならないのかというのは、

ちよっと考えてしまいますよね。

人見教授 :私としては、 そういうことまでは、 紛争性

がないというふうに考えていいんじやない

かと思いますけど。

吉田会員 :そこに紛争性がないのであれば、 例えば

1 ケ月の営業停止処分であったら、 門 カ

月ギリギリではなくてそれを 1 週間なり2

週間なりにしてくださいよ。｣という主張を

しないまでも、 ｢これこれこういう事実 (事

情)がございますので……。｣という主張は、

できるのであろうという気はしてきます

ね。

荒木次長 :だいぶ時間ももう 1 時間くらい経ってきた

のですが、 ちょっと私の方から、 今後、 例

えば我々が、 これを仕事に生かしていくう

えでどういったことが考えられるのかとい

う事を考えていたんですけども、 例えばこ

ういう不利益処分等を考えた時に、事業者

さんがそうならないために我々が出来る事

はあるだろうなという部分、 予防法務と -

時言われていましたけれども、 あらかじめ

こういったことをすると処分の対象になる

んですよ、 ですからそうならないためにも

適正な事業をしていってもらうためにアド
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バイスをしていく、 その中での仕事のやり

方という部分、それと例えば実際に先程か

ら言っている監査とかそういったことに

なった場合の対応、 そして万が一の特にと

いうものを作成するという事も考えられる

讓
だろうし、 先程加藤会長がおっしゃってい

ましたけれども、 処分後の仕事というのも

あるのかなというふうに思いますね。 その

　 　　　　　　　　

躍
引き継いで、 また正規な形で事業を行って

いく、 そのために我々がサポートして書類

られると思いますが、 そういういった部分癩鱸
の作成をするとか、 いろいろなことが考え

ではどうですかね。 菊地先生も役立てたり

　
　

　 　 　
　　　　　

　
　　 　　　　　　　　　　
　 　　　　　　　　　

ためのノウハウ、 法律が求めているものは

何かを熟知して許認可申請しています。 予

防法務として、 ｢不許可｣にならないよう、

また、 ｢取消｣処分にならないように普段か

ら気をつけています。 それをあらためて意

義づける必要があるのが疑問に思います。

加藤会長 :産廃なんかね、 処分の取り消しになると、

新聞に載りますからね。 報道されますから

ね。 だからやっぱりきちっと業者さんを指

導しない事には、 行政庁っていうのはもう

認知したら、 要は知っちやったら同日以内

にと必ず言ってきますので、 それをやらな

いと新聞にでてしまいますので、 やっぱり

右 :酒井副会長

そこら辺をきちっと我々が指導していかな

いとマズイ事になるんだろうなという気は

しますけどね。

篠原副会長 :そうですね。 予防法学的な見地から言う

と私がやってる仕事などで、 例えば内容証

明を出すことがありますね、 そしてこれが

弁護士さん、 相手方の弁護士さんが見てま

た訴訟になってもと (それらを)想定して書

いてますよね。 そういうのを許認可に関し

ても、 今度はそういう射程を考えながら

作っていくという視点は必要かもしれませ

んね。 こういう仕事が私達の武器として与

えられているわけですから、 そういう事が

必要な気がします。

荒木次長 :佐々木先生は、 けっこう運送事業関係なん

かではやっていますよね。

佐々木会員 "私はですね、 例えばというか実際には、

もう渋々やっていたりとか、 これどうなん

だろうなとか思いながらね自分の立場。

加藤会長 ;おっかなびっくり。
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佐々木会員 :どうなんだろうなと思いながらやってい

たところの領けができたというか、 出て

行っていいところと、 それ以上はいけない

ようなラインとは、 前より絶対明確になっ

ていると思うので、 その辺で非常に動きや

すくなりました。

加藤会長 :一歩前進。

佐々木会員至二歩も三歩もですね。

篠原副会長 :ちよっと補足させてください。 先程私が

(内容証明に関して)申し上げたのは、 その

当時はまだ紛争性がなくてですね、 話し合

いで解決できる段階で内容証明書いている

と、 そういう意味ですので紛争の真っ只中

で書いているというふうには思わないで下

さい。

荒木次長 :片岡先生の方は。

片岡会員 はい、 私は主に障害福祉サービスの事業者

の指定申請ですとか、 顧問業務をやってい

るんですけども、 人員基準を満たしていな

いと、 その満たしていなかったかった時点

から、 報酬が不正請求という形で返還命令

とかがありますから、 その辺人員基準がき

ちんと満たされてるかどうかという部分の

チェックについては、 事業者さんには定期

的に伺って、 確認しています。 そういうこ

とになった場合は、 行政の方はいつの時点

から人員基準が満たされなくなっていて、

この時点から報酬の返還という判断になっ

てても、 事業者側がもうちよっと後から満

たされていなかったという主張になると、

その報酬の返還の額が大きく変ってくる可

能性がありますので、 その辺の事実を争う

という部分で聴聞代理の意見陳述ですとか

書類の提出がどういう業務になってくるの

かという関心はあります。

人見教授 ;今のが、弁護士法の法律事件に関する法律

事務に当たるかどうかということですね。

先程の、 処分されるのはもうしょうがな

い、 その中身、 要件みたいなものについて

はまだ紛争性が成熟してないんたと、 行政

側も一応処分する積もりだと言ってますけ

ども、 あくまでも原案にとどまってるわけ

で、 それを最終的な決定に成熟させるため

にこっち側が情報を出して、 証拠を出して

いるだけであって、 紛争性はないんだとい

う解釈は十分ありえると思います。

:いいキーワードですね。 紛争性が｢成熟

していない｣という表現は。 頭に凄く入り

ますね。

篠原副会長

佐々木会員 :交渉って事ですか。

人見教授 :そうですね。

贈醒軽濫鷺･鼠弾国=襲爵剛 證鴇純.確.湾薑麗圏撒敲翻
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荒木次長 鴇よい、 これで1時間既に経ってしまいまし

たので本日はこれで終わらせていただきた

いと思います。

同 :お疲れ様でした。

瀦 緘 長最後に'鯏 鉈 方からo

酒井副会長 "今日は、 人見先生どうもありがとうござ

いました。 今日勉強しましていろいろなこ

とに気がついたんですけど、 皆さんも当然

ご承知の通り、 いわゆる業務を代理するっ

ていうことは、 お客さんの代わりに代行す

るのとは全然違いまして、 当然自分の名前

で自分の意思表示で仕事をするわけですか

ら、 間違ったことをやっても、 例えば出席

するのが、 自分が欠席すれば本人が欠席し

たことになります。 そう意味で非常に危な

い、 危ないというか重要な仕事を我々がこ

れからやろうとしている。 行政手続法一つ

についても行政法についての一般法であっ

て、 これを十分皆さんが勉強し、 習熟する

とともに自分達が関わってる業務のいわゆ

る個別法務ですね、 個別法務、 業務はほと

んど一般法ではなく個別法に関わる仕事を

これからやるわけですから、 我々は当然で

すが会員の皆様にも、会報なり研修なりを

通じて十分な勉強をしてもらうように、 こ

れからみんなで努力していきたいと思いま

す。今日はどうもありがとうございました。

同 :ありがとうございました。
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■ ■.■
いわゆる迷惑防止条例において｢卑わいな言動｣の解釈が問題となった事件について。

1i■ ■
北海道では、 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和

40年北海道条例第34号)が定められています。 同条例2 条の2 第 1項4 号の｢卑わいな

言動｣の解釈について、 平成20年1 1月 10日の最高裁第三小法廷判決が示されました。
本件判決における事実の概要および理由は以下のとおりです。
｢被告人は、 正当な理由がないのに、 平成18年 7 月2 1日午後 7 時ころ、 旭川市内の

ショッピングセンター 部皆の出入口付近から女性靴売場にかけて、 女性客(当時2 7歳)

に対し、 その後を少なくとも約5 分間、 4 0 m 余りにわたって付けねらい、 背後の約 1

ないし3 mの距離から、 右手に所持したデジタルカメラ機能付きの携帯電話を自己の腰

部付近まで下げて、 細身のズボンを着用した同女の臀部を同カメラでねらい、 約韓国

これを撮影した。｣

以上のような事実関係において、 ｢被告人の本件撮影行為は、 被害者がこれに気付い

ておらず、 また、 被害者の着用したズボンの上からされたものであったとしても、 社会

通念上、 性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、 これを

知ったときに被害者を著しくしゅう恥させ、 被害者に不安を覚えさせるものといえるか

ら、 上記条例10条 1項、 2 条の2 第 1項 4 号に当たるというべきである。｣と判示しま

した。

本件においては、 裁判官乍名の反対意見があり、 その内容は、 次のとおりです。

『本件における被告人の行為は、 本件条例2 条の2 (以下｢本条｣という。) 1項4 号の構

成要件には該当せず、 したがって、 被告人は無罪であると思料する。
1 . 本条は以下のとおり規定している。 第2 条の2 ｢何人も、 公共の場所又は公共の乗
物にいる者に対し、 正当な理由がないのに、 著しくしゅう恥させ、 又は不安を覚えさ

せるような次に掲げる行為をしてはならない。 (1 )衣服等の上から、 又は直接身体に
触れること。 (2 )衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し、 又は撮影するこ
と。 (3 )写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、 衣服等で覆われてい

る身体又は下着の映像を見、 又は撮影すること。 (4 )前3 号に掲げるもののほか、 卑
わいな言動をすること。 2 . 何人も、 公衆浴場、 公衆便所、 公衆が使用することがで
きる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における
当該状態の人の姿態を、 正当な理由がないのに、 撮影してはならない。｣

2 . 本件条例の規定内容から明らかなように、 本条 1項4 号(以下｢本号｣という。)に定

める｢卑わいな言動｣とは、 同項 1号から3 号に定める行為に匹敵する内容の｢卑わい｣

性が認められなければならないというべきである。 そして、 その｢卑わい｣性は、 行為
者の主観の如何にかかわらず、 客観的に｢卑わい｣性が認められなければならない。 か

かる観点から本件における被告人の行為を評価した場合、 以下に述べるとおり、 ｢卑
わい｣な行為と評価すること自体に疑問が存するのみならず、 被告人の行為が同条柱
書きに定める｢著しくしゅう恥させ、 又は不安を覚えさせるような行為｣には当たると
は認められない。
以下、 分説する。



3 . ｢臀部｣を『視る｣行為とその｢卑わい｣性について

本件では、 被告人が被害者とされる女性のズボンをはいている臀部をカメラで撮影し

た行為の本号の構成要件該当性の有無が問われているところから、 まず、 ｢臀部｣を被写

体としてカメラで撮影することの｢卑わい｣性の有無の検討に先立ち、 その先行概念たる

｢臀部｣を ｢視る｣行為について検討する。
(1 )本件では、 被害者たる女性のズボンをはいた｢臀部｣は、 同人が通行している周辺

の何人もが｢視る｣ことができる状態にあり、 その点で、 本条 1項2 号が規制する｢衣服

等で覆われている部分をのぞき見｣する行為とは全く質的に異なる性質の行為である。
(2 )また、｢卑わい｣という言葉は、国語辞典等によれば、｢いやらしくてみだらなこと。

下品でけがらわしいこと｣ (広辞苑 (第6版))と定義され、 性や排泄に関する露骨で品の

ない様をいうものと解されているところ、 衣服をまとった状態を前提にすれば、 ｢臀部｣

それ自体は、 股間や女性の乳房に比すれば性的な意味合いははるかに低く、 また、 排泄

に直接結びつくものでもない。
(3 )次に、 ｢視る｣という行為の側面からみた場合、主観的には様々な動機があり得る。

｢臀部｣を視る場合も専ら性的興味から視る場合もあれば、 ラインの美しさを愛でて視る

場合、 あるいはスポーツ選手の逞しく鍛えられた筋肉たる臀部にみとれる場合等、 主観

的な動機は様々である。 しかし、 その主観的動機の如何が、 外形的な徴;譲から窺い得る

ものでない限り、 その主観的動機は客観的には認定できないものである。
もっとも、 ｢臀部を視る｣という行為であっても、 臀部に顔を近接させて｢視る｣場合等

には、 ｢卑わい｣性が認められ“曇るが、 それは、 ｢顔を近接させる｣という点に｢卑わい｣性

があるのであって、 ｢視る｣という行為の評価とは別の次元の行為である。
(4 )｢臀部を視る｣という行為それ自体につき｢卑わい｣性が認められない場合、それが、

時間的にある程度継続しても、 そのことの故をもって ｢視る｣行為の性質が変じて｢卑わ

い｣性を帯びると解することはできない。 もっとも、 ｢視る｣対象者を追尾したような場

合に、 それが度を越して、 軽犯罪法 1条28号後段の｢不安若しくは迷惑を覚えさせるよ

うな仕方で他人につきまとった者｣として間擬され得ることは、 別の問題である。

(5 )小括

以上検討したとおり、 ｢臀部を視る｣行為自体には、 本条↑項 ,号から3 号に該当する

行為と同視できるような｢卑わい｣性は、 到底認められないものというべきである。
4 .『写真を撮る｣行為と｢視る｣行為との関係について

人が対象物を｢視る｣場合、 その対象物の残像は記憶として刻まれ、 記憶の中で復元す

ることができる。 他方、 写真に撮影した場合には、 その画像を繰り返し見ることができ

る。 しかし、 対象物を｢視る｣行為それ自体に｢卑わい｣性が認められないときに、 それを

｢写真に撮影｣する行為が｢卑わい｣性を帯びるとは考えられない。 その行為の｢卑わい｣性

の有無という視点からは、 その間に質的な差は認められないものというべきである。

本条 1項2 号は、 上記のとおり｢のぞき見｣する行為と撮影することを同列に評価して

規定するのであって、 本件条例の規定振りからも、 本条 1項は｢視る｣行為と｢撮影｣する

行為の間に質的な差異を認めていないことが窺えるのである。 なお、 本条 1項3 号は、

本来目視することができないものを特殊な撮影方法をもって撮影することを規制するも

のであって、 本件行為の評価において参照すべきものではない。 もっとも、 写真の撮影

行為であっても、一眼レフカメラでもって、 ｢臀部jに近接して撮影するような場合には、

｢卑わい｣性が肯定されることもあり得るといえるが、 それは、 撮影行為それ自体が｢卑

わい｣なのではなく、 撮影行為の態様が｢卑わい｣性を帯びると評価されるにすぎない。
5 . ｢卑わい｣な行為が被害者をして｢著しくしゆう恥させ、 又は不安を覚えさせるよう



な｣行為である点について

被告人の行ったカメラ機能付き携帯電話による被害者の臀部の撮影行為が、 仮に｢卑

わい｣な行為に該当するとしても、 それが本号の構成要件に該当するというためには、

それが本条 1項柱書きに定める、 被害者をして｢著しくしゅう恥させ、 又は不安を覚え

させるような行為｣でなければならない。 なお、 その行為によって、 被害者が現に｢著し

くしゆう恥し、 又は不安を覚える｣ことは必要ではないが、 被害者の主観の如何にかか

わらず、 客観的に｢著しくしゅう恥させ、 又は不安を覚えさせるような行為｣と認められ

るものでなければならない。
ところで、 本条 1項の対象とする保護法益は、 ｢生活の平穏｣であるところ(本件条例

1条)、 それと同様の保護法益を保持することを目的とする法律として、 軽犯罪法があ

り、 本件の規制対象行為に類するものとしては、 ｢正当な理由がなくて人の住居、 浴場、

更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者｣

(l条2 3号)や、 前記の｢不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとっ

た者｣(↑条2 8号後段)が該当するところ,法定刑は、 軽犯罪法違反は拘留又は科料に止

まるのに対し、 本条違反は6 月以下の懲役又は5 0万円以下の罰金が科されるのであっ

て、 その法定刑の著しい差からすれば、 本条 1項柱書きに定める｢著しくしゆう恥させ、

又は不安を覚えさせる行為｣とは、 軽犯罪法が規制する上記の各行為に比して、 真に｢著

しく｣｢しゅう恥、 又は不安｣を覚えさせる行為をいうものと解すべきものである。

6 本件における被告人の行為

原判決が認定するところによれば、 被告人は被害者の背後を約5 分間、 約4 0 m 余り

追尾して、 その間カメラ機能付きの携帯電話のカメラを右手で所持して自己の腰部付近

まで下げて、 レンズの方向を感覚で被写体に向け、 約3 mの距離から約静回にわたっ

て被害者の臀部等を撮影したというものである。

そこで、 その被告人の行為について検討するに、 その撮影行為は、 カメラを構えて眼

で照準を合わせて撮影するという、 外見からして撮影していることが一見して明らかな

行為とは異なり、 外形的には撮影行為自体が直ちに認知できる状態ではなく、 撮影行為

の態様それ自体には、 ｢卑わい｣性が認められないというべきである。
また、 その撮影行為は、用いたカメラ、 撮影方法、 被写体との距離からして、 被写体

たる被害者をして、不快の念を抱かしめることがあり得るとしても、それは客観的に｢著

しくしゅう恥させ、 又は不安を覚えさせるような行為｣とは評価し得ないものというべ

きである。

加えるに、 4 で検討したとおり、 ｢臀部｣を撮影する行為それ自体の｢卑わい｣性に疑義

が存するところ、 原判決に添付されている被告人が撮影した写真はいずれも被害者の臀

部が撮影されてはいるが、 腰の中央部から下半身、 背部から臀部等を撮影しているもの

であって、 ｢専ら一臀部のみを撮影したものとは認められず、 その画像からは、 一見して

｢卑わい｣との印象を抱くことのできないものにすぎない。
7 . 結論

以上、 検討したところからすれば、 被告人の本件撮影行為それ自体を本号にいう｢卑

わい｣な行為と評価することはできず、 また、 仮に何がしかの｢卑わい｣性が認め得ると

しても本条 1項柱書きにいう｢著しくしゅう恥させ、 又は不安を覚えさせる｣行為という

ことはできないのであって、 被告人は無罪である。』

図
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登録識別情報制度について
今般、平成18年 5 月に道路運送車両法の一部が改正され、平成2 0年鮒 月 4 日より施行されたことにより、

道路運送車両法第18条の2 (登録識別情報の通知)及び第18条の3 (登録識別情報の提供)による登録識別情
報制度が始まりました。

現行制度との違いについて、 概略を簡単に説明いたします。

篭 自動車検査証 (車検証)が2 種類となったこと。
通称Aタイプ車検証(現行のもの)と通称Bタイプ車検証(登録識別情報通知を希望した所有者用)の2 種類

2 . 抹消登録証明書が登録識別情報通知書へ変更となったこと。
(登録識別情報通知書となったことにより使用者欄が削除され、 登録識別情報が2 次元バーコード↓こより

通知書に埋め込まれたこと。)

3 登録識別情報通知を希望した所有者に合併、分割、住所若しくは名称に変更があった場合でも使用者は
車検証を返付する必要がなくなったこと。

1 については、 所有者 ･使用者が同 - 又は登録識別情報通知を希望しない所有者が所有権留保してい

るものについては、 Aタイプの車検証が交付されます。 登録識別情報通知を希望する所有者が所有権留保

しているものについては、 Bタイプの車検証が交付され、 1 1月 4 日以前に登録されたAタイプ車検証であ

る自動車であっても以後、所有者が登録識別情報通知を希望した場合、使用者が継続検査等の申請により
運輸支局に車検証を返付することにより、 Bタイプ車検証として交付されます。 また、 Bタイプ車検証を

所有権留保の解除により所有者 ･使用者が同一となる移転登録をした場合は、 Aタイプ車検証が交付され
ます。 Bタイプ車検証は、 所有者情報が車検証備考欄に記載されます。 注意点としては、 登録識別情報通

知を希望する所有者が一括移転、 変更の申請を行っている最中は、 二重登録の防止のため、 登録関係の申

請が一時できないことがあります。 (継続検査、 自動車検証再交付、 検査標章再交付、 登録事項等証明書

交付等については、 可能)

2 . については、 今後一時抹消登録をする自動車については、 登録識別情報等通知書が交付されます。
1 1月 4 日以前に交付された抹消登録証明書は、 そのまま有効です。 輸出抹消仮登録証明書若しくは輸出

予定届出証明書により輸出を予定していたものを取り消して返納した場合は、登録識別情報等通知書が交
付されます。 (輸出予定届出証明書を返納し、 登録識別情報等通知書の交付を受ける場合、 3 5 0円の手数

料が無料となります。)

3 . については、 道路運送車両法第12条 (変更登録)第 13条 (移転登録)により所有者住所、 氏名他変更

があった場合は、 15日以内にその登録をしなければならないと規定されているものであるが、 現状では、
使用者の変更等がなければ変更、 移転の登録がなされていないケースがほとんどです。 この制度は、 大量

に所有権を有する所有者 (ディーフー、 リース会社等)に合併等の変更があった場合、 使用者から自動車検

査証を回収し、 変更後使用者に返付する必要がなく、 一括申請することにより、 手間が省け、 手数料につ

いても一括納付できるというメリットを設け、 法令遵守を促進する目的があります。 また、 使用者にとっ

ては、 販売会社、 リース会社の度重なる合併等があった場合にも最新の所有者が誰なのかを把握できると

いうメリットもあります。

※小型二輪自動車、 軽四輪自動車については、 自動車検査証から所有者情報の削除は行わないこととなっ

ています。

広報部次長 札幌支部会員 荒木 徹



番 号 0 2 7 2 8

登 録 識 別 情 報 等 通 知 書
自 助 草 登 録 番 号 又 は 脱 両番 号 -‐‐““‘!= 初度登録年月 中 台 番 号

札幌 5 9 9 ち 2 5 7

平成

2 0‘-こ1 2月1 7 g

平成

io‘-も 6月 R F 1 - 1 1 1 0 8 8

]転 名 型 式 原 動 機 の 型 式

ホンダ E ー R F 1 B 2 0 B

所有者の氏名文は名称
ゴレ海 ★ぬ釈

所 有 者- の 住 所
打鱒]者蓉

･一 ･清田寅田 F 5 条 2 丁目 2 番 1 5 号 [5 o o 1 0 0 2 3 5 ]

自 動 車 の 種 別 用 途 l℃踞り=‐事業用の別 車 体 の 形 状 最 大 積 載 搬 車 両 重 量 車 両 総 重 量』% 坑工 疋 (

小 型 乗用 自家用 ステーションワゴン 8 人 一 k g 1 4 8 0 k g 1 9 2 0 k g

紐批気丑又は定格出力 燃 料 の 種 別 型式指定番号 癲別区分番号 長 さ 幅 高 さ 前高軸幽 前後軸塩 後前軸塩 後麓蛇腹

k w
1 , 9 7 L ガソリン 0 8 5 0 4 0 0 3 2 4 6 0 c m 1 6 9 c m 1 8 3 c rn 汁4 0 k g 一k咳 一k皮 6 4 0 k k

有効期間の満了する日
平成

備 考
[札幌]、一時抹消登録

5 3年度排ガス適合
[旧自動車登録番月‐] 品川 7 7 り 6 5 6 6

以下余白

ノ {鱗鳶一雛* }
平成 2 0 年 1 2 月 1 7 日 札幌運輸支局長

(自動車の新規登録、輸出の届出等をする場合に必要になります。 )

2 . 一時抹消登録された自動車を誠滅するときは、 本通知薔を譲受人に交付して下さい。

※一時抹消登録時に交付(従来の抹消登録証明書の役割)

、滲み̂ここ三富さ"滋約讓滅灘褻涜濃釀釀讓癩鱸嶬露



報 告

re p o rt

平成20年度 新入会員研修会(後期)が
開催されました

平成2 0 年 = 月 14 日 (金)、 15 日 (土)の 2 日間にわたり、
札幌市教育文化会館において平成2 0年度新入会員研修会(後

期)が開催されました。 前期に引き続き今回も、 全道から両

日 10 0人を超える会員の参加がありました。
1 日目は函館支部の吉田壽美子会員による ｢相続｣と、 本会

の高度情報化委員会による｢電子定款｣の講義が行われまし

た。 相続の講義では、 講師の豊富な業務経験と書籍には載っ

ていないような実務に即した細かな情報にも触れた話しがあ

り、 多くの行政書士が携わる業務とあって参加した会員は熱

心に耳を傾けていました。

2 日目は、 札幌支部の伊藤順一会員による ｢自動車登録｣の

講義があり、 講師が長期間携わってきた業界の歴史や変容と

マーケットの変化、 基本的な登録作業について講義が行われ

ました。

最後に、 本会加藤会長からの挨拶、 修了証の授与が行われ、

本年度の4 日間にわたる新入会員研修会が終了しました。

講師 :函館支部 吉田壽美子会員

-でがつぎ から/ 薄々ミ ス′ --＼- V をつらう

講師 :札幌支部 伊藤順一会員

会場の様子 会場の様子

申請取次行政書士管理委員会からの大切なお知らせ
申請取次の資格者を証明する届出済証明書の有効期間は3 年間です。証明書の有効期

間満了の 4 ヶ月前から2 ケ自前位までに必要な書類を整えた上で、 本会事務局に申請し

てください。

平成2 1年 1月より、 新規 ･更新届出の受付は毎月末日締めとさせていただきます。 新

届出済証明書が発行されるまで、 さらに↑か月程度かかる見込みですので、業務に支障
　 　 　 　 　 　 　 　 　

申請取次の資格者を証明する届出済証明書の有効期間は3 年間です。証明書の有効期

間満了の 4 ヶ月前から2 ケ自前位までに必要な書類を整えた上で、 本会事務局に申請し

てください。

平成2 1年 1月より、 新規 ･更新届出の受付は毎月末日締めとさせていただきます。 新

届出済証明書が発行されるまで、 さらに↑か月程度かかる見込みですので、業務に支障
がないように余裕を持って申請を行なってください。
届出済証明書の有効期間の間に、日本行政書士会連合会申請取次行政書士管理委員会

の指定する実務研修会を 1 回以上受講する必要があります。 受講していない場合または

更新期間が既に経過している場合には、 更新届出ができませんのでご注意ください。



報 告圏
re p o rt

平成20年度 著作権相談員養成研修

平成2 0年 1 1月2 1日、 札幌市教育文化会館にて北海道

行政書士会 業務部 ･研修委員会の実施(講師は業務部長

の富元仁会員)の下、 ｢平成20年度著作権相談員養成研修｣

が行われました。 9 時3 0分から16時5 0分までの 6 時間

に及ぶミ長時間の講義でしたが、 参加者3 8名は集中して講

義を聴いていました。 講義終了後に行われた効果測定で

参加者は、 当日に聴いた講義を思い返しながら、 一生懸

命取り組んでいました。

平成20年度
｢著作権相談員養成研修｣効果測定合格発表

効果測定実施結果、相談員名簿登載基準達成者 実施年月日 平成20年11月2↑日(金)

について発表致します。 実 施 場 所 札幌市教育文化会館

達成者29名 敬称略 実 施 者 北海道行政書士会(業務部 ･研修委員会)

会員番号 支部 氏 名

4 8 9 1 札 幌 石 田 恵 介

4 8 9 6 札 幌 石 飛 貞 典

4 8 9 8 札 幌 太 田 満

3 9 0 9 札 幌 大 沼 準

4 8 6 6 札 幌 越 智 敦 子

3 6 1 1 札 幌 菊 地 利 夫

4 7 6 3 札 幌 木 村 彰 男

4 7 4 0 札 幌 小 島 佳 代

4 8 4 2 札 幌 今 英 樹

4 1 5 5 札 幌 齋 藤 康 文

4 8 9 5 札 幌 佐々木 伸

4 8 1 1 札 幌 塩 坂 壇

3 9 5 8 札 幌 篠 原 賢 吾

4 6 6 6 札 幌 白 井 詠 二

4 8 2 1 札 幌 田 丸 浩 平

会員番号 支部 氏 名

4 8 6 1 札 幌 長 島 靖 子

4 7 8 9 札 幌 新 田 和 代

4 7 3 t 札 幌 野 口 哲 郎

4 6 7 6 札 幌 橋 本 善 博

4 6 7 7 札 幌 長谷川 征 輝

4 7 8 8 札 幌 原 田 哲 男

4 7 8 1 札 幌 藤 永 誠一郎

4 5 9 5 札 幌 前 田 景 介

4 8 0 1 札 幌 増 田 義 雄

4 8 5 2 札 幌 南 方 美智子

4 8 7 0 札 幌 村 部 貫 志

3 2 3 4 札 幌 山 田 憲 彦

4 8 5 8 札 幌 山 本 文 夫

4 9 0 7 小 槽 源 秀 人
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吉 田 則 幸 昭和29年 7月28自生

函館支部 平成20年11月 1 H 入会
事 務 所 函館市深堀町6番9号

T EL O 138‐52 0 566
EA X O138‐52‐0566

く-弐た かつひこ

窪 田 克 彦 B召和39年 9月 2 H 生

札幌支部 平成20年=月 1日入会
事 務 所 札幌市北区百合が原5丁目1番1-20 2号

T EL O 11‐773‐5764

をかの 'テんた

長 野 源 大 昭和粥年 1月 5 日生

札幌支部 平成20年11月 1ロ入会
事 務 所 札幌市東区北26条東1丁目3番27号

公正ピル1F

T鳶L O11‐753‐6 170

EA X O I1‐75 3 6 17 1

(コメント)
この度、 平成20年11月 1日に登録させていただきました。 今までは補

助者として業務に取組んできましたが、 これからは1人の行政書士として
精…杯頑張っていこうと想っております。 どうぞ宜しくお願い致します。

こんの ひろあき

紺 野 弘 明 昭和30年 9月24日生

室蘭支部 平成20年11月 1ロ入会
事 務 所 室蘭市ノ幇丁平 T r目34番 1号

T E L O143‐44‐2058

く理事会 ･常任理事会･正副会長会 )

会 議 名 開 催 年 月 日 会 場 主 な 議 題

第9回常任理事会 平成20年 = 月 14日 本会会議室 ①報告事項 (0 日行連関係 (2)各部からの報告
②協議事項 は)北- } ･ ･一 f 〈 〈 T " " ‐ …

,]‐打 -囚 盲 - ムハ□==博乍J

について (2)長期会費等滞納整理委員会の新
委員について (3)仮)成年後見制度検討委員会
の委員について (4 )職務上請求書払い出し郵
送方法等について (5)当面する課題について
(6 )その他

く委員会 )

会 議 名 開 催 年 月 日 会 場 主 な 議 題

第8 回登録調査委員会 平成20年 11月 5 日 本会会議室 登録調査 新規3 名、変更8 名

第3 回高度情報化対応委員会 平成20年 11月 6 日 本会会議室

第2回申請取次行政書士管理委員会 平成20年 = 月 1 1日 本会会議室

第14回ホームページ運営委員会 平成20年 11月 12日 本会会議室

第12回会報編集委員会 平成20年 11月 l3日 本会会議室

第2 回長期会費等滞納整理委員会 平成20年 11月 14日 本会会議室

第5 回研修委員会 平成20年 日月 15日 本会会議室

第2回60周年記念事業準備特別委員会 平成20年 11月 2 1日 本会会議室

第4 回A D R委員会 平成20年 11月 2 6日 本会会議室

第l3回会報編集委員会 平成20年 11月 27日 本会会議室

池野鰡…圏-g w ･誼‐IH群田園旧 [糠娼鉾【蝿購鰯

くコメント) くコメント)

(コメント)



編
集
後
記

2 年続けて新年号の編集後記を担当することとなり、 平

成2 0年を振り返ってみました。 会報編集委員会も、 激動す

る社会情勢の縮小版かのように、 例年以上に論議を重ねつ

つ編集作業に取り組んだ年だったように思います。 ｢会報｣

の使命の一つに、 タイムリーな情報を会員の皆さまに正確

にお伝えするということがありますが、 業際問題がからむ

内容は殊に慎重を期する必要があります。 成年後見、 A D R、
行政書士法改正に伴う聴聞代理など、 新たな業務分野とし

て基盤固めに力が注がれている今、 その現状を、 会報の中

でどのように伝えればよいか、 ｢苦悶｣し｢迷走｣しました。

そして、 隊チ余曲折一ありながら、 何とか年 6 回の発行にこ

ぎつけた次第です。ただ、毎回生みの苦しみを味わいつつも、
知恵を絞り多くの方々の協力を得て…つのものを創り上げ

る連帯感と達成感は、 行政書士業務とは一味違うものがあ

ります。 これが、 会報編集委員の役得なのかもしれません。

平成2↑年も、 会報編集委員一同、 より会員の皆さまに喜

んでいただけるような紙面作りに心がけてまいりたいと思

います。 今後ともご指導ご協力の程宜しくお願い申し上げ

ます。

目

次
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平成2 0年度 ｢著作権相談員養成研修｣

効果測定合格発表

新入会員

会議開催状況( = 月)

ご逝去

編集後記

7

8

8

9

9

3

3

3

3

3

2 0 0 9 歪 .第2 9 3 号 発 行 人 "加 藤 隆 夫 発 行 所 溝ヒ海道行政書士会
平成2 0 年1 2月2 5日発行 編 集 人 ;松 井 隆 文 印 刷 所 " (株) スリーエス印刷

郵便番号 0 6 0‐0 0 0 1 取引銀行 北海道銀行本店 (当 19 鉛 6 )
札幌市中央区北 1条西護0 丁目篝番4 号 北洋銀行本店 (書0 7 4 2 6 5 1)
北 1条サンマウンテンビル5 階 ′

~ 北洋銀行札幌南支店 〔音0 5 7 0 3 4 4 )
TEL 代表 (0 n ) 2 2 1‐12 2 1 ･ E≠9鱈O 鮒 ) 2 8 1‐4 1 3 8 北洋銀行札幌営業部 (皆 389444)
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会員数の概要
総 会 員 数 前年同月比 前 月 比

1 ,5 0 9 (個人丸500 ･法人9)　　　
　 　 　　男性 亀3 7僅 女性 護29

平成20年11月末現在



　　　　　　　　

詢讓か纜《撻 逃もも

色々な契約 ･届出などのネ ･

相談から書類作成まで脇ポートします。.
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弟子屈

　　　　　　　　　
弟子屈町

複合景観として最も代表的なものです。摩周湖および周辺環境の保全に向け

北海道遺産 た ｢摩周湖宣言に 集約される地域住民の取り組みは高く評価されてぃますo


